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    ◎開議の宣告 

〇議長(福嶋尚人君) おはようございます。 

 ただいまの出席議員数は16名です。定足数に達していますので、これから本日の会議を開きま

す。 

 本日の議事日程は、お手元に配付のとおりです。 

(午前 ９時３０分) 

                                            

    ◎会議録署名議員の指名 

〇議長(福嶋尚人君) 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

 本日の会議録署名議員は、会議規則第127条の規定により、４番、大川君、５番、田畑君を指名

いたします。 

                                            

    ◎一般質問 

〇議長(福嶋尚人君) 日程第２、一般質問を継続いたします。 

 なお、９番、城地君の質問に関連して説明資料が提出されておりますので、御確認ください。 

 質問通告順序により発言を許します。 

 登壇の上、一括質問願います。 

 ９番、城地君。 

〔９番 城地民義君登壇〕 

〇９番(城地民義君) おはようございます。一般質問２件についてさせていただきます。 

 まず、１点目でございますが、｢役場等の各窓口対応のサービス向上と改善のための対応策につ

いて｣でございますが、役場はもとより、福祉施設、あるいは病院、教育委員会施設等々、関連施

設の窓口はお客様と接する最前線でありますが、役場等を訪れる方は忙しい中、時間を割いて来

ている方、そしてまた相談事で来ている方など様々な方がいると思います。やはりお客様の要件

を正確に把握し、丁寧かつスムーズに対応することが大切であると考えますが、次の点について

お伺いをいたします。 

 １点目でございますが、取次ぎと案内の過程で時間的な手間をかけさせてしまうようなことが

ないのか。 

 ２つ目、担当外での応対の在り方の指導は行われているのか。例えばケースにおいては所管の

担当係まで同行し、案内するなど。 

 ３点目、高齢者への対応、それから障がいを持った方への対応、外国人などの対応の在り方に

ついての指導は行われているのかどうか。 

 最後、４点目でございますが、町として職員各位に対し日々の業務において接遇の意識と行動

を実践するマニュアル等の整理により指導、把握をされているのかを伺いたいと思います。 

 次に、２点目でございますが、｢高齢者福祉６施設の指定管理者制度導入後における管理運営体

制の現状等について｣をお伺いいたします。指定管理者に移行後２年を経過し、施設等の利用状況

及び利用者へのサービス向上、転籍職員等の状況と民間活力導入による介護サービス事業等管理

運営体制の現状についてをお伺いいたします。 
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 １つ、指定管理者に伴う指定管理料のうち指定管理者への転籍職員数、この中には正職員数と

非正規職員数の現状についてでございますが、ただいま申し上げました高齢者福祉施設６施設の

一体的な指定管理に伴う施設の移管にあっては、町の当初指定管理者導入計画試算時に転籍を想

定、これは令和２年の11月26日でございますけれども、転籍を想定する現給保障を要する職員数

は173名に対し、令和４年８月末には転籍職員数は129名と44名の減少の運営体制であったと認識

しておりますが、令和４年４月１日から令和５年３月31日までにおける月ごとの現給保障転籍職

員数、それには正規職員数、それから非正規職員数、この中にはフルタイムと、それからパート

タイムがありますので、これらについてのそれぞれの体制及びそれぞれの現給保障額についてを

お伺いしたいと思います。 

 一覧表の資料請求しておりますけれども、事前の請求の中身を見ますとまだ不足している分が

あります。また２回目の質問でさせていただきたいと思います。 

 また、令和４年度分の指定管理料の支払い額は幾らになっているのかをお伺いしたいと思いま

す。 

 ２点目、上記同様に、令和５年度指定管理料４月１日時点の見込み、それから指定管理者への

現給保障転籍職員数、これも正職員数と非正規職員数の体制及び現給保障額及び５月末時点での

現給保障額、転籍職員数等の現状をまずお伺いしたいと思います。 

 ３点目、令和４年度４月から３月における各６施設の利用状況について、令和２年度利用実績

対比についてお伺いしております。 

 これは、一覧表の資料を請求しておりますが、配付されております。 

 ４番目、令和５年度以降の高齢者福祉施設の管理運営に関する年度協定書に関連し、現給保障

額算定に基づき整理し、検討するとしていた協定内容の変更等はどのようになったのかをお伺い

いたします。 

 ５点目、現状の運営実績等を踏まえ、利用者及び入所者家族等から介護サービス向上への意見

もありますが、町として適正な管理運営に努められ、円滑に充足されていると確認されているの

かどうかをお伺いしたいと思います。 

 以上、２点について御質問させていただきます。答弁方よろしくお願いいたします。 

〇議長(福嶋尚人君) 中山生活環境課長。 

〔生活環境課長 中山雄一郎君登壇〕 

〇生活環境課長(中山雄一郎君) おはようございます。城地議員からの御質問の１つ目、｢役場等

の各窓口対応のサービス向上と改善のための対応策について｣、１点目から４点目まで関連がござ

いますので、一括して御答弁申し上げます。 

 役場等の窓口を利用されるお客様につきましては、静内庁舎の窓口を例に申し上げますと、転

入、転出や国民健康保険、年金、児童手当、税金、水道、公営住宅など多種多様な手続、御相談

のために来庁をされております。様々な手続に来庁されたお客様は、目的の手続に該当する課の

窓口に向かわれることとなりますが、案内表記だけでは目的の課が分からず、戸惑っているお客

様や複数の手続があり、次の担当課へ窓口が移動する場合にはお声かけをし、場所が分からなか

ったり、手続が複雑な場合には職員同行で御案内し、次の担当者へ取次ぎを行っておりますし、

職員の対応に不備、不適切などのお客様からの御意見をいただいた場合などがあれば、各課にお

いて課長、課長補佐など管理職を中心に指導をしているものと把握しております。なお、手続に
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もよりますが、案件によっては時間を要するものやほかのお客様との兼ね合いで手続までお待ち

いただく場合もございます。特に転入、転出のピークとなる３月から４月にかけては多くのお客

様が来庁されるため、当然ながら待ち時間が長くなる場面もございますので、少しでもお客様の

負担や手間を減らせるようにとの思いから手続が多くなる転入、転出については生活環境課の住

民窓口に来られた際に手続漏れがないよう必要な手続の名称や内容、手続先、手続に必要な持ち

物などを記載した案内書をお渡しするなどの取組を行っております。 

 また、多くの手続が必要となるお悔やみ関係の対応につきましては、生活環境課内にお悔やみ

ワンストップ窓口を開設しており、お客様をたらい回しにしないよう各課の担当職員がワンスト

ップ窓口へ出向き、手続の対応を行っておりますし、個人情報が多く含まれる手続や御相談など

は内容に応じて相談室や個別のブースで対応することとしております。対応する職員としまして

は、完結かつ少しでも早く手続を終わらせるよう心がけておりますが、職員の経験年数やスキル

等によっては対応に差が出る場合もございますので、担当者間での勉強会や係内のマニュアル作

成などサービス向上に努めているところでございます。 

 高齢者や障がいのある方、外国人の方などはより丁寧な対応が必要な場面がありますので、専

門的な単語を使わないように心がけるほか、紙面を活用した説明や筆談を活用するなどの工夫を

してございます。外国人の方については、今月から各施設の窓口等に翻訳機を配置し活用してい

るほか、絵などで目的の手続を適切に把握できるよう指さしシートを作成するなどの取組を全庁

的に進めているところでございます。高齢者や障がいのある方への対応につきましては、配慮等

が不足している場合は、先ほど申し上げたように、管理職等から指導、助言等を行っております

し、組織全体の人材育成として認知症サポーター養成研修や障がいへの理解、配慮を深めるため

の研修、接遇研修、電話対応マナー研修等を職場内研修として開催し、職員個々の適切な配慮、

接遇意識の向上、対応時のスキルアップなどに努めているところでございます。今後におきまし

てもお客様の御負担を少しでも軽減し、気持ちよく窓口を利用していただけるよう各課での適切

な指導やＯＪＴ、職員研修によるスキルアップなどに取り組み、窓口対応マナーの向上等に取り

組んでまいりたいと考えております。 

〇議長(福嶋尚人君) 及川健康推進課長。 

〔健康推進課長 及川啓明君登壇〕 

〇健康推進課長(及川啓明君) おはようございます。城地議員からの御質問の大きな２点目、｢高

齢者福祉６施設の指定管理者制度導入後における管理運営体制の現状等について｣御答弁申し上

げます。 

 １つ目の指定管理者に支払う指定管理料のうち指定管理者への転籍職員数、体制の現状につい

て、高齢者福祉施設６施設の一体的な指定管理に伴う施設の移管に当たっては、当初指定管理者

導入計画試算時に移転を想定する現給保障を要する職員数は173名に対し、令和４年８月末には転

籍職員数は129名の44名の減少の運営体制であったが、令和４年４月１日から令和５年３月31日ま

でにおける各月ごとの現給保障転籍職員数、正職員と非正規職員数の体制及びそれぞれの現給保

障額を伺う、また令和４年度分の指定管理料の支払い額は幾らかについて御答弁申し上げます。

本件につきましては、現給保障対象職員数の推移及び現給保障額について資料請求がございまし

たので、別紙のとおり資料を提出してございますので、説明はお手元の資料に基づき御説明いた

します。資料１ページ目につきましては、令和４年４月１日から令和５年３月31日までにおける
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月ごとの現給保障対象となっております正職員と非正規職員の人数及び現給保障額について記載

してございます。初めに、現給保障の対象となっている職員の人数の推移でございますが、令和

４年度当初現給保障の対象である正職員数は64名、非正規職員は74名となっております。４月以

降の各月の人数につきましては資料のとおりとなってございますが、令和４年度末の令和５年３

月時点での現給保障対象である正職員数は54名で、年度当初より10名の減、非正規職員は70名と

４名の減、全体では年度当初と比べますと14名の減となっております。なお、各月の現給保障対

象額は資料の記載のとおりとなっておりまして、年度合計額は２億3,808万2,000円となっており

ます。 

 最後に、令和４年度分の指定管理者に対する指定管理料の支払い額は２億9,560万円でございま

す。 

 次に、２つ目の令和５年度指定管理料４月１日時点の見込み、指定管理者への現給保障転籍職

員、正職員数と非正規職員数の体制及び現給保障額及び５月末時点での現給保障転籍職員数等の

現状を伺うについてですが、こちらもお手元の資料１ページ目の下段に記載させていただきまし

たので、資料に基づき御説明をさせていただきます。令和５年４月時点での現給保障対象である

正職員数は54名で、非正規職員は70名となっており、合計職員数につきましては124名となってご

ざいます。また、各月の現給保障対象額は４月が1,244万8,000円、５月が1,233万3,000円となっ

てございます。 

 次に、３つ目の令和４年度４月から３月における各６施設の利用状況について令和２年度の利

用実績対比について伺うについてですが、資料を提出してございますので、資料２ページ目にな

りますが、お手元の資料に基づき御説明をいたします。資料は令和２年度及び令和４年度の利用

状況を各施設ごとに４月から３月までと下段に年度平均分を記載しておりまして、右側に稼働率

を記載してございます。それでは、令和２年度分と令和４年度分の各施設の年度平均、稼働率を

申し上げます。静寿園の入所につきましては令和２年度94.75％、令和４年度89.61％で5.14ポイ

ントの減、短期入所は令和２年度は75.94％、令和４年度は32.76％で43.18ポイントの減、蓬莱荘

の入所につきましては令和２年度93.46％、令和４年度81.45％で12.01ポイントの減、短期入所は

令和２年度63.53％、令和４年度38.25％で25.28ポイントの減、デイサービスセンターあざみにつ

きましては令和２年度は60.36％、令和４年度は59.79％で0.57ポイントの減、デイサービスセン

ターなごみにつきましては令和２年度69.32％、令和４年度63.60％で5.72ポイントの減、デイサ

ービスセンターみついしにつきましては令和２年度75.42％、令和４年度66.04％で9.38ポイント

の減、ケアハウスのぞみにつきましては令和２年度93.79％、令和４年度89.0％で4.76ポイントの

減となっております。 

 次に、４つ目の令和５年度以降の高齢者福祉施設の管理運営に関する年度協定に関連し、現給

保障算定に基づき整理し、検討するとしていた協定内容の変更等はどのようになったかを伺うに

ついてですが、この御質問につきましては議会から政策提言として提出された事項でございまし

て、対応方針といたしましては今後の年度協定締結に向け指定管理者と協議の場を持つこととす

ると御回答したところでございます。このことにつきまして、指定管理者に政策提言の内容説明

等を行い、今後の対応について継続協議を行っておりますが、指定管理者が指定管理を受託する

に当たりましては現給保障により算出された指定管理料を５年間固定化することで高いリスクは

存在するが、収支を見通した健全な経営と安定した運営が可能と判断し、双方合意の上、基本協
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定書が締結され、指定管理料においても指定管理期間５年間を上限としつつ、５年間で14億

9,940万円を支払うという内容で合意形成がなされているということは町と指定管理者の共通の

認識となっておりますことから、直ちに協定書の内容を変更することは困難であると考えており

ますが、継続した協議を行ってまいりたいと考えております。 

 次に、５つ目の現状の運営実態を踏まえ、利用者及び入所者家族から介護サービス向上への意

見もあるが、町として適正な管理運営に努められ、円滑に充足されていると確認されているかを

伺うについてでございます。町営では実施していなかった口腔機能訓練や身体機能訓練など新た

なサービスを継続して実施しているところでございますし、令和４年度からは利用者様の御家族

様の御相談窓口としてお客様相談窓口専用ダイヤルを設置し、御質問や御要望、御指摘などにつ

いての御意見を伺える体制も整備しており、医療機関への受診や心身状況の変化が生じた場合に

は御家族への報告、相談なども行い、サービスの維持、向上に取り組んでいただいているところ

でございます。また、人員配置につきましては一部人員基準を満たしていない状況にございまし

たが、基準不足は解消され、現時点では全ての施設におきまして人員基準を満たし、運営を行っ

ている状況にあります。指定管理者制度導入時から今般までコロナ禍にあり、指定管理運営開始

以降感染対策を講じながらの運営は非常に厳しい状況にあったものと思われますが、厳しい状況

下におきましても介護サービスの提供を維持、継続し、適正な管理運営に努めていると認識して

おります。指定管理者制度を導入し、指定管理者が管理運営を行うことになりましても町が指定

管理者と連携を図りながら高齢者福祉施設を維持、継続していかなければならないと考えており、

今後におきましても指定管理者と連携を密にし、引き続き取組を進めてまいります。 

〇議長(福嶋尚人君) ９番、城地君。 

〇９番(城地民義君) まず、最初の１点目のほうでちょっとお聞きしたいのですが、答弁として

は一般的な答弁で、現実としての町民が単なる、私の質問しているのは住民係の窓口のことばか

りを言っているのでなくして、それ以外で福祉の面だとか、あるいは２階にある関係の課に行っ

て、最初にお客様、町民ばかりでないのですが、行って、いろいろと上に行ったり下に行ったり

するような過程があると聞いているものですから、住民窓口の件については私はそんなにないの

ですが、ただ外国人の問題だとか、特に障がい者、いわゆる車椅子だとか、あまりないと思いま

すけれども、そういったつえをついて、ちょっと歩行が難しいとか、そういう方がただ窓口に来

るばかりでなく、福祉、あるいは１階の水道、下水道、税等々に伺う、そして必要な場合は２階

に行って、要件を足してくると。そういった場合になかなか、町の職員は分かっているかもしれ

ませんけれども、お客様については、何回も経験があって、役場にいろいろ用を足す人は別です

けれども、年に１回か２回しか来ないような方は、特に高齢者の方については戸惑いが多いとい

うことでございます。それで、私が言いたいのは、一般的な今の答弁ではスムーズに対応されて

いるというような答弁ですけれども、現実はそうでない部分があるのです。だから、その辺り的

確に把握していかなければならないと思いますけれども、その部分について、例えばほかの課で

もいいのですが、そういった戸惑いの部分で議論したことがあるのかどうか、その点はどうなの

ですか。 

〇議長(福嶋尚人君) 上田保健福祉部長。 

〇保健福祉部長(上田賢朗君) 御質問のあった内容が具体的な内容ではなくて、通告のあった内

容が読み取れないという部分がございました。ですので、あくまでも答弁としましては一般的な
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窓口の対応というふうな答弁内容とさせていただきました。具体的にそういった苦情ですとか意

見ですとかある場合につきましては、個別に言っていただければ対応しますし、検討する方針で

おりますので、答弁でもしましたけれども、そういった気持ちでありますので、そういった御意

見があるのであれば、後ほど言っていただければ検討していきたいと思っております。確かに１

階に来た窓口のお客様が２階にも用事があるというふうな部分あると思います。ですので、場合

によっては窓口に来たときに次にどういった御用事ございますかというふうなお話を聞きながら

必要に応じて同行して、用件を伝えるというふうな対応もしているというふうなことで答弁して

ございますので、例えば具体的に何かあるのであれば言っていただければそのようなことで対応

したいと思いますし、あくまでも今通告のあった内容で読み取れる部分でいくと一般的な対応と

いうふうなものでございますので、御理解いただければと思います。 

〇議長(福嶋尚人君) ９番、城地君。 

〇９番(城地民義君) それで、ここの町と言ったら失礼ですけれども、こういったマニュアル的

なものは職員に配付して、そしてきちっとした応対、電話も含めて電話応対とかいろいろありま

すけれども、そういった職員に対する接遇の対応のマニュアルなんかはつくって、これは総務課

になるのかどうか…… 

〇議長(福嶋尚人君) 城地君、今４番やっているのですか。 

〇９番(城地民義君) 全体で、一括でやらせてもらっているのですが、駄目ですか。１つずつで。 

〇議長(福嶋尚人君) 普通は１、２、３、４でやっていくのですけれども。 

〇９番(城地民義君) 一括でやらせてもらって。関連は一括だから。 

〇議長(福嶋尚人君) 個別に質問できないのですか。 

〇９番(城地民義君) いや、それではそうします。 

 それから、２点目のほうの先ほど言った担当外の部分については、今部長さんが言われたよう

に、いろいろ私が町民から直接聞いているのは先ほど私が言ったような形の中で生活、窓口の、

要するに住民票とか、そちらの分ではない部分での苦言が非常に多かったということなものです

から、今言ったように、対応今後するとすればそういう形で私も直接担当所管に申し上げたいと

思いますけれども、ただこれは１件だけではないのです。私も何年も前から言われているもので

すから、本来なら直接そこの課に行って、担当課に   どうなのだということ言えばいいので

すけれども、私も何年かの中であったものですから、やはり皆さんに共通認識で職員の方にも理

解してもらわなければならないのだと思ってしましたので、その点私もこれからそういう形で進

めていきたいと思います。 

 それから、３点目の高齢者の方、それから障がいの方、外国人の方、外国人の方については今

年から、今月から何かいろいろ対応されるということなのですが、特に高齢者、障がい者の方々

の場合について、役場の場合は２階に行く部分については非常にやっぱり、エレベーターあるか

ら、それで行けばいいということになると思いますけれども、２階に階段上がっていって対応す

るというのは非常に大変らしいのです。もちろんそうだったと思います、つえをついて歩く人。

そういう場合はやはり係の場所が分からないのだから、細かい話しして申し訳ないのですが、聞

かれた職員は２階のそこの担当のところまで行って、案内をするというのが本来あるべき姿と思

うのですが、その点はどうですか。 

〇議長(福嶋尚人君) 柴田総務部長。 



 － 7 － 

〇総務部長(柴田 隆君) ただいまの御質問、保健福祉部のみならず役場全体の窓口のお話かと

思いますので、私のほうからお答え申し上げます。 

 町職員としてどの窓口であれ丁寧な対応をしてまいりたいと。気持ちよく窓口を利用していた

だきたいというのは先ほど壇上で生活環境課長から申し上げたとおりでございます。ただ、そう

いう意識でやりつつも様々な御不満ですとか至らない点の御指摘は日々いただきながら、それを

改善し、必要があれば全庁共有しという中でやっているわけでございます。城地議員の今のお話

がその課に何度も行っているのだけれども、改善されないというお話なのか、そこはちょっと承

知しかねますけれども、ぜひ具体的にどういうことがあったのかお教えいただければ、改善でき

ないことは多分ないと思うのですけれども、間違いなく対処いたしますので、ぜひ個別事項とし

て声をお聞かせいただければと思います。 

〇議長(福嶋尚人君) ９番、城地君。 

〇９番(城地民義君) 総務部長さん今言われました個別の件については数がありますので、今こ

こでどうこうという議論すべき問題でないと思いますので、それはそういう形で、私が思うばか

りでなく、ほかの町民も、一緒に付き添った人方も結構言っておりますので、その点職員には見

えない部分がただ多くあると思いますので、その点について今後ポイントを踏まえながら対応し

ていきたいなと私思いますけれども、取りあえず最後の４番目の件なのですが、この業務につい

て職員に対するマニュアル的なものは全職員に配付されているのか。私はいろいろ調べたのです

が、ほかの自治体では職員に対するいろんな部分でのこういった接遇対応についてマニュアルを

つくって、お客様に対しての対応がスムーズにいくようにということで出しているのですが、こ

こはどうなっているのですか。ないとすれば、やはりマニュアルをつくって、職員に徹底すべき

だなと思うのですが、その点はどうですか。 

〇議長(福嶋尚人君) 佐藤総務課長。 

〇総務課長(佐藤礼二君) 職員の接遇に対するマニュアルということなのですけれども、全庁的

に共通したマニュアルというものは今のところは存在しておりません。ただ、接遇関係の研修に

つきましては毎年度まず新任職員に対する接遇関係も含めた研修、また電信電話ユーザ協会など

を利用して電話対応マナー研修会というものを毎年開催いたしまして、職員の研修によるスキル

アップですとか対応の向上というものを図っております。そういう中で各窓口で、把握はしてい

ないですけれども、職員間での引継ぎも含めたようなマニュアルというものは存在しているかも

しれませんが、ちょっと庁内としてのものはない。ただ、研修で毎年スキルアップなりを掲げて

いるというのが現状であります。 

〇議長(福嶋尚人君) ９番、城地君。 

〇９番(城地民義君) では、次に移ります。 

 ２点目の点でございますけれども、高齢者福祉施設の関連でございますが、この資料頂いたの

ですが、私が質問した部分が一部欠けていますので、まず分かる範囲で、分かれば今教えていた

だきたいと思います。分からない分については、後日と言ったら変ですけれども、提出してもら

えばそれでいいと思います。まず、資料で頂きました部分の中で現給保障の関係で、いわゆる令

和４年度分の４月から３月分、決算部分になると思うのですが、これで２億3,808万2,000円の現

給保障対象になっておりますけれども、私がお願いしたのは正職員数の数はこれでいいのですが、

これの部分の合計の現給保障額が幾らなのか、それから非正規職員でも質問しましたように、フ
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ルタイムとパートと分かれています。その人数の内訳がないので、それぞれの内訳とその金額に

ついて、取りあえず今知りたいのは合計の分だけでよろしいので、分かればそれを明示してもら

って、それ以外の   については後日でもよろしいので、お願いできるかなと思いますが。 

〇議長(福嶋尚人君) 及川健康推進課長。 

〇健康推進課長(及川啓明君) 各月の部分でのデータとしてはないのですが、令和４年度でいき

ますと、令和４年７月、令和５年２月、令和５年３月の非正規職員のフルタイム、パートタイム

それぞれの数というのは把握してございます。まず、令和４年７月のフルタイムの職員…… 

〔何事か言う人あり〕 

〇議長(福嶋尚人君) 今答弁中ですから。 

〔何事か言う人あり〕 

〇議長(福嶋尚人君) 答弁続けてください。 

〇健康推進課長(及川啓明君) フルタイムの職員数ですが、27名、パートタイムの職員が45名、

合計72名、令和５年２月のフルタイムの職員数が26名、パートタイムの数が44名、計70名で、令

和５年３月も令和２年と同様フルタイム26名、パートタイム44名の70名という内訳になってござ

います。また、御質問いただいた現給保障額としての正職員とフルタイムの分けの数字は、持ち

合わせておりません。 

〇議長(福嶋尚人君) ９番、城地君。 

〇９番(城地民義君) ちょっと確認、もう一回。 

 そしたら、合計の部分の正職員の人数は分かりますけれども、４月から３月の金額は今分から

ないと、こういうことですか。２億3,808万2,000円の内訳の中のうちの正職員の４月から令和５

年３月までの分については分からないよと。非正規職員についても、私今知りたいのはトータル

を知りたいので、そこも今のところは分かりませんよと。それから、非正規職員の中の部分のう

ちのフルとパートと、これの職員の数と金額も合計だけ知りたいのですが、それも今のところ分

からないと、こういうことですね。 

〇議長(福嶋尚人君) 及川健康推進課長。 

〇健康推進課長(及川啓明君) 先ほど御答弁させていただいたとおり、非正規職員のフルタイム

とパートタイムの人数については御説明させていただいたとおりなのですが、現給保障の内訳に

ついては資料として持ち合わせておりません。 

〇議長(福嶋尚人君) ９番、城地君。 

〇９番(城地民義君) それでは、今日間に合わないと思いますけれども、今の言った点について、 

   についてなるべく早く資料として提出していただきたいのですが、議長、お願いできます

か。 

〇議長(福嶋尚人君) これ一般質問で、それについては事務方のほうでどういうふうな資料集め

るかについてはあれで、今ここで資料どうのこうのということは言えませんので、御了解くださ

い。 

 ９番、城地君。 

〇９番(城地民義君) ということは、事務方のほうで対応してくれると、こういう考え方でよろ

しいですね。 

〇議長(福嶋尚人君) それは事務方の考えですから、ここでどうのこうのということは議長のほ
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うから言えませんということです。 

〇９番(城地民義君) 事前に質問していますよね。その部分の全部でなくても重要な部分の合計

の分だけでも教えてくれ   …… 

〇議長(福嶋尚人君) 説明不足ということですか。 

〇９番(城地民義君) そういうことです。分からない。だから、後でもいいです、私は、今言っ

ているのは。 

〔何事か言う人あり〕 

〇９番(城地民義君) いや、個人的でないです、質問している。 

〇議長(福嶋尚人君) ちょっと待ってください。説明不足というのですけれども、どうなのです

か。 

 及川健康推進課長。 

〇健康推進課長(及川啓明君) 資料の提出の仕方というところになると思うのですが、所管委員

会のほうで、城地委員長の厚生経済の委員会の中で資料要求がされて、事務方、我々のほうから

出させていただいたいわゆるフォーマットで今回お示しをさせていただいているというような形

です。一部厚生経済常任委員会のひな形と違う、フォーマットと違う部分は職種別のというとこ

ろの正職員と非正規の内訳というのも委員会の中ではお示しをさせていただいたのですが、今回

そこの部分の内容がございませんでしたので、包含した形で正職員と非正規の方の人数と各月の

金額というところでお示しをさせていただいているところです。ただ、今お話のあった正職、非

正規の内訳ということになりますと、うちのほうで実績ベースでこれ出させていただいておりま

すので、指定管理者先からいただくデータを我々のほうで整理しながら積み上げたものでござい

ますので、我々、私ども事務方の一存でここで出せる、出せないということがちょっと申し上げ

られない部分もございますので、御理解いただけたらと思っています。 

〇議長(福嶋尚人君) ９番、城地君。 

〇９番(城地民義君) そうすると、再度確認させてもらいます。 

 再度検討して、事務局で対応したいと、こういう捉え方でよろしいですね、今の答弁。 

〇議長(福嶋尚人君) 及川健康推進課長。 

〇健康推進課長(及川啓明君) 申し上げたとおり、今ここで出せる、出せないという判断はちょ

っとできないということになりますので、出せるのか出せないのかというところも含めて併せて

検討させていただきたいと思っています。 

〇議長(福嶋尚人君) ９番、城地君。 

〇９番(城地民義君) よろしくお願いします。 

 それと、そちらのほうが今回詳細分からないので、これ以上ちょっと質問できないのですが、

指定管理料の額は、先ほど言ったように、２億9,560万円という金額で、令和４年度、これで支払

いをしたということの確認をさせていただきます。よろしいですか。 

〇議長(福嶋尚人君) 及川健康推進課長。 

〇健康推進課長(及川啓明君) 壇上で御答弁させていただいたとおり、令和４年度の指定管理者

に対する指定管理料の支払い額は２億9,560万円をお支払いしてございます。 

〇議長(福嶋尚人君) ９番、城地君。 

〇９番(城地民義君) それでは、そうすると今の話ですと、次の４番目のほうにも絡むのですが、
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３、４と関連ありますけれども、今までの町側の答弁では指定管理料の変更も含めていろいろ検

討していきたい、それには協議を進めていくので、協議の中身によっては我々としてはある程度

の中身の改善もされて、変更もされるのでないかとなったのですが、まだ相手方との協議の中で

は相談はしているが、継続協議というテーブルにのっかっているという捉え方でよろしいのです

か。 

〇議長(福嶋尚人君) 及川健康推進課長。 

〇健康推進課長(及川啓明君) 今城地議員おっしゃったとおり、協議については継続中というこ

とでございます。 

〇議長(福嶋尚人君) ９番、城地君。 

〇９番(城地民義君) それでは、３番のほうちょっと移させてもらいますが、利用状況の件でデ

ータは出てきました。いろいろ説明の中では説明されていましたけれども、いわゆる令和２年度

は町直営でやっていた対応実態と。そして、令和３年度には指定管理をしたと。令和４年度、２

年目で、２年目の令和５年３月でこういう実績になったというデータです。全ての数値において、

いい、悪いは別でございますけれども、数値はマイナス円になっているという状況で、改めてこ

れについての指定管理をした側、町として実績も含めて、令和３年もありますし、今回の令和４

年の決算もありますけれども、３月31で、あるいは30日以内に実績報告をいただいて、町として

の考え方を示す、決算を示すということになっていると思うのですが、これに対しての考え方、

どういう評価でいるのか改めて質問させていただきます。 

〇議長(福嶋尚人君) 及川健康推進課長。 

〇健康推進課長(及川啓明君) 壇上でもお話、御答弁させていただきましたけれども、御指摘の

とおり利用状況につきましては町直営の令和２年との比較で御答弁させていただいております

が、利用率については減少しているという結果になっております。我々としては当然稼働率を上

げていただいて、利用される方の人数が増えていくというところの期待を持って指定管理をお願

いしているというところでございます。ただ、現状の分析といたしましては、やはり令和２年度

の直営自体というのは新型コロナウイルス感染症の影響というのがまだ少なかったときから令和

４年度でいきますと第５波、６波、７波の新型コロナウイルス感染症の渦が直撃しております。

その中で施設を維持、運営するという、また新たな入所者を入れていくという取組についてはか

なり厳しいものがあったというようなことで分析をさせていただいております。稼働率について

は、この現状を可と、よしと、良とは我々も思っておりませんが、指定管理者と共に連携を密に

しながら稼働率向上の取組も町も含めて一緒にやってまいりたいと考えてございます。 

〇議長(福嶋尚人君) ９番、城地君。 

〇９番(城地民義君) 今表も、一覧表頂いて、見せていただいていますけれども、令和３年度の

部分についても、私も以前にもこの表でもって令和２年と令和３年で利用状況を確認させていた

だいていますけれども、さっと見た段階で令和３年よりも数字が落ちていると私は捉えているの

ですが、その点はいろいろ事情があるから、それがサービス向上に全てがマイナスになったと思

いませんけれども、これはどうなのですか。人員体制の問題に大きな問題があるから、こうなっ

てきているのか。新型コロナウイルス感染症は令和３年のほうが   多かったと思うのですが、

令和４年はそれなりに落ち着いてきておりますけれども、その点の指定管理をしている町として

の評価はどうしていますか。どう見ていますか。 
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〇議長(福嶋尚人君) 及川健康推進課長。 

〇健康推進課長(及川啓明君) 先ほどちょっと御答弁させていただいた内容と重複しますが、新

型コロナウイルス感染症の影響ということでいくと、オミクロンが出てきた５波以降ということ

になりますと、入所施設、特別養護老人ホームでの罹患者が出た数も含めると、やはり令和４年

度の影響が大きかったと我々は考えています。あと、令和３年度との比較ということになります

と、デイサービス系の事業については令和３年度よりも若干ではありますが、利用、稼働率は伸

ばしてきているということで、非常に尽力、努力していただいているなと思っています。ただ、

一層の稼働率向上というのは努めていただかなければならないとも思っています。ただ、先ほど

もお話しさせていただいたとおり、入所系の特別養護老人ホーム等については、入替えをすると

いうのが、入所者の方が退所されて、その後の新規の方を入所させるという作業が新型コロナウ

イルス感染症の影響と合わさって難しくなっているというところの一面がやはり一番強く影響と

して出ていると伺っております。また、どうしても入所ができていないのかというと、施設の稼

働率というのは亡くなられた人に対したりとか退所された場合に新たに何人を入れていくのかと

いうことで稼働率を維持していくということになりますので、指定管理者とのヒアリングの中で

いただいたお話の中では、迅速に入れて、入所に向けた手続はさせていただいているのですが、

やはりお亡くなりになる方含め退所される方の人数が増えて、追いついていっていないというの

が影響として出ているというお話は伺っています。また、城地委員長御指摘いただいた人数が減

っているからというところへの影響というのも少なからずあろうかとは我々も思っています。た

だ、そこの部分も外国人のインドネシアの方が今施設のほうでお勤めいただいていますけれども、

今後もさらに増員を見込んでいるというお話も聞いておりましたので、コロナ禍の状況も落ち着

いた中で、ただウイルス自体はなくなったわけではございませんので、どのような状況下になる

かはまた不透明な部分もございますけれども、引き続き連携しながら進めてまいりたいと考えて

います。 

〇議長(福嶋尚人君) 及川課長、答弁自体ではなくて、先ほど城地委員長と言いましたけれども、

気をつけてください。 

〇健康推進課長(及川啓明君) はい、失礼いたしました。 

〇議長(福嶋尚人君) ９番、城地君。 

〇９番(城地民義君) 議長、２番目のほうにちょっと関連あるので、戻って１点だけ質問してよ

ろしいですか。 

〇議長(福嶋尚人君) いいですよ。 

〇９番(城地民義君) 先ほど指定管理料、令和４年度２億9,560万円ということで、令和４年度の

町でいけば決算ということになると思いますけれども、お支払いしたということなのですが、こ

の一覧表頂いた部分での分を見ますと、２億3,808万2,000円ですから、指定管理料は２億9,560万

円です、指定管理業者に。そうすると、現給保障、いわゆる町職員の身分保障のために今業者側

のほうに、業者側というのですか、指定管理者側のほうに町の職員から民に転出した人の保障分、

これが２億3,808万2,000円ですよね。そうすると、２億9,560万円からこの分を引きます。それか

ら、そしてこれにプラス、２億3,808万2,000円にケアハウスのぞみの分が、指定管理料2,300万円

です。これが入っていますので、もう一度確認すると２億9,560万円からケアハウスのぞみの分の、

これは現給保障、人件費関係ないもの引くと実質２億7,260万円となります。したがって、２億
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7,260万円が現給保障の分で残っている分だよと。払った分。そうすると、２億7,260万円から２

億3,808万2,000円を引きますと3,451万8,000円が現給保障としての職員のいない部分の金額、い

わゆる不用額というのかな。不用額といってもあれですけれども、   というか、現給保障の

残っている分という捉え方でおるのですが、これのことで私がちょっと言いたいのは、基本協定

書の中で、何回も言いますけれども、この中身で指定管理料の中での現給保障等についての具体

的なそれぞれ何条とか21条とか９条、12条、21条とうたっているのですが、これから照らし合わ

せていくと、今言われた3,451万8,000円は現給保障として残っている分が業者に今のところ残っ

ているよと、こういう捉え方でよろしいですね。 

〇議長(福嶋尚人君) 質問の意味分かりますか。 

〔何事か言う人あり〕 

〇９番(城地民義君) もう一回言いますか。 

〇議長(福嶋尚人君) ９番、城地君。 

〇９番(城地民義君) そしたら、再度言います。 

 ２億9,560万円、指定管理料です、令和４年度の決算として支払ったのは。この分からケアハウ

スのぞみの分、当初から基本協定でうたっている2,310万円がありますから、これは現給保障、町

の職員が民に行った分ではないから、これは差し引くと。差し引きますと、２億9,560万円から今

言う2,300万円を引くと２億7,260万円残っていますよね。これが現給保障、人件費、転籍した町

職員の現給保障分ですよと。しかしながら、令和４年度は今町のほうから出ていた決算で令和４

年度の現給保障対象職員数、現給保障対象額２億3,808万2,000円と。引きますと、引くと3,451万

8,000円、この分が残っている分ということの確認をいたします。 

〇議長(福嶋尚人君) 及川健康推進課長。 

〇健康推進課長(及川啓明君) 指定管理料の支払いのロジックがそもそもちょっと違うのかな

と。相違があるのかなと。城地議員と我々のほうで差異があるのかなと思っていますが、先ほど

もお話しさせていただいたとおり、令和４年度の指定管理料の支払い額、支払い総額は２億

9,560万円、これは指定管理者のほうにお支払いしております。今いただいた内訳のお話になると、

城地議員がおっしゃったケアハウスのぞみの分が2,300万円、そして現給保障の分として２億

3,808万2,000円という形で、足しても２億9,560万円にならないのではないかというところの内容

なのかなと思っています。ただ、町の考えとしては、これも委員会、また議会の中でもお話しさ

せていただいていますとおり、当初現給保障の対象者173名の現給保障を計算させていただいて、

現給保障の金額の最大アッパー、最大値を出させていただいた中で、指定管理者との交渉の中で

その現給保障金額を年間約３億円というところで見込ませていただいて、それを基に５年間の債

務負担行為を取らせていただいて、各年度ごとに金額をお示しした中で議会の議決をいただいて、

契約締結に至っているという形ですので、答弁の中でも壇上でもお話しさせていただいています

が、町と指定管理者先の共通の認識としては債務負担行為を取らせていただいた約15億円を５年

間にわたって固定でお支払いするということが共通の合意形成と、事項となっています。ですの

で、そこの内容を議会の政策提言の中で御指摘いただいている中で変更の余地があるのかどうな

のかというところを今継続的に協議をさせていただいているということでございますので、御理

解いただきたいと思っています。 

〇議長(福嶋尚人君) ９番、城地君。 
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〇９番(城地民義君) 継続協議ですから、進めていただきたいと思います。今の答弁で14億

9,960万円かな、５年間、この分はそのとおりなのですが、一般的な指定管理の中身と違って、本

高齢者福祉施設６施設の指定管理については明確に基本協定書でそれぞれの条項で指定管理料の

目的はどういうものに使うのだ、そして例えば第25条では転籍職員の現給保障と明確にうたって

います。24条では、指定管理の中身で明確に指定管理料は職員現給保障に係る経費及びケアハウ

スのぞみの管理運営費、それ以外の委託料等の支払いは原則行わないものと明確にうたっており

ます。そして、24条、今の指定管理、25条で再度付け加えて、甲から、町から業者に転籍した職

員の現給保障は町が定めた期間において所要の額を給与として併せて指定管理者が職員に支給す

るものと協定書で明確にうたっておりますので、この縛りは   と思います。ですから、この

点も十分、もう２年目に入っていますから、この点しっかりもう一度再認識されていると思いま

すけれども、この分については   としての根幹になるものですから、それ以外にもあります

けれども、この分十分踏まえて、いろいろ継続協議していただきたいということを申し上げたい

と思います。 

〇議長(福嶋尚人君) 質問ではないですね。 

〇９番(城地民義君) 質問します。その点についてどう思いますか。 

〇議長(福嶋尚人君) 及川健康推進課長。 

〇健康推進課長(及川啓明君) 御指摘いただいています内容については、議会からの政策提言も

含めて町のほうとしては受け止めさせていただいております。その上で協定書の内容について、

ゆえに協定書の中身については、いわゆる今回の指定管理というのはあくまでも請負になります

ので、その中でのいわゆる負担金ですとか補助金の類いではなくて、請負として業務管理運営を

行っているというところで、返還に係る協定項目はないというところも一つございます。そうい

った部分の中身を今継続的に指定管理者と協議させていただいておりますので、継続した協議を

進めてまいりたいと考えてございます。 

〇議長(福嶋尚人君) ９番、城地君。 

〇９番(城地民義君) それで、もう一点だけちょっと付け加え   一般的に介護施設等の施設

の運営管理というのは公のみならず民間も一般的には介護報酬と、それと管理施設に必要    

利用料、これはお客さんからもらう。これでもって全て民も運営しているわけですから、これを

忘れてはならないと思うのです。それに、今回は、何回も言います、町の職員が民に行くための

現給保障、10年間、パート職員、非正規職員、これも捉えながら身分保障をするという、そうい

う指定管理協定書の中身ですから、これも十分理解していると思いますけれども、これも付け加

えて考えていただきたいと。どうですか。 

〇議長(福嶋尚人君) 考えていただきたいということですか。 

〇９番(城地民義君) いや、どうですか、その点。 

〇議長(福嶋尚人君) 及川健康推進課長。 

〇健康推進課長(及川啓明君) 城地議員おっしゃるとおりだと思います。本来であれば、利用料

と介護報酬で収支を取っていく施設というところで運用していただくというのが大原則だと我々

も思っています。しかしながら、その大原則を町営の施設で町営でやっていたがために年間６億

円から７億円の収支不足が生じていた案件を今指定管理として指定管理者に事業をお願いしてい

るというところの、その経過を飛ばすことはできないとも思っていますので、御指摘の部分は重々
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踏まえておりますが、今御説明させていただいた経緯等も含めてありますので、今後も継続して

協議をさせていただきたいと思っています。 

〇議長(福嶋尚人君) ９番、城地君。 

〇９番(城地民義君) よろしくお願いします。 

 それから、３番目から２番にちょっと飛びましたので、３番目の利用状況について私のほうか

らも質問しましたけれども、答弁ももらいましたけれども、この件で１点だけ、いわゆる173名か

ら今日もらった資料見ると124名です、３月末現在。５月にまた１人減って123名になるのですが、

いわゆる173マイナス124、約48、49名が現給保障、町の職員が、ベテラン、慣れている職員が２

年間の間これだけ減ってきたことによる利用状況の減に対する評価というのは、それ以外で萌、

直接それなりの資格者採用していると思います。今言いたいのは、町の職員が現給保障の分の48名

が辞められている、これに対する利用状況に対する評価というか、それどう考えていますか。関

係ありませんという考えなのかどうなのか。 

〇議長(福嶋尚人君) 及川健康推進課長。 

〇健康推進課長(及川啓明君) 城地議員おっしゃるとおり、令和３年の４月、当初百五十数名か

らスタートしていますけれども、令和５年、直近の５月でいくと123名になっているというところ

で、その減少は我々が予想していたよりもやはり相当多くの方が退職しているという認識ではご

ざいます。しかしながら、城地議員おっしゃったとおり、萌福祉サービス、指定管理者としても

専門職含め採用を随時していただいているという部分、また先ほどもお話しさせていただきまし

たが、外国人の方を採用して、業務に当たっていただいているという取組も始まったばかりでご

ざいますけれども、継続して続けていくということ。退職者の方が多いことによって施設の稼働

に影響がないのかということを申しますと、少なからず影響は出ていると認識しています。ただ、

辞められてしまっている方、辞められた方については致し方ない部分もございますので、我々と

しては今後の採用含め充足した人数で施設が運営できるというところをメインに置いて連携して

取組を続けていくということを町としてもサポートしていきたいと考えています。 

〇議長(福嶋尚人君) ９番、城地君。 

〇９番(城地民義君) ４番目のほうに移りますが、これについては継続的に相手方と進めている

ということでございますが、１つ確認したいのはいわゆる基本協定書の年度協定書も含む中で、

確認なのですが、正職員の現給保障、これは令和12年度まで10年間という現給保障の覚書になっ

ています、要するに正職員の場合は。５年間は100％で、それ以降は順次マイナスになる部分もあ

りますけれども、現給保障の対象の給与種別は給与、管理職手当、扶養手当、住居手当、期末手

当、勤勉手当、管理者手当、これが現給保障の対象です。それ以外の部分、通勤手当や夜勤手当、

超過勤務手当についてはいわゆる指定管理を受けた側の業者側の負担だという協定の、第25の協

定になっていますから、これの、変な話これを全て手当も全部入れてしまって、今回のこの報告

書には出ていないということの確認と、それから非正規職員、パート、フルタイムパート、それ

からいわゆる時間給のパート、これについても令和３年度は給与及び期末手当は100％を保障し、

令和４年度から令和７年度は給料に対しては100％現給保障するが、これを乙が払うとなっていま

す。しかし、通勤手当、夜勤手当、超過勤務については業者側の乙の負担となっています。この

覚書の基本に基づいて今回の２億三千八百何万円というのを出されたという確認を私したかった

のですが、それはそういう算定でよろしいのですね。 
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〇議長(福嶋尚人君) 及川健康推進課長。 

〇健康推進課長(及川啓明君) おっしゃるとおり、実績手当ベースのものは現給保障の対象とは

しておりませんので、その部分を除いた金額の算定とさせていただいております。 

〇議長(福嶋尚人君) ９番、城地君。 

〇９番(城地民義君) それで、いろいろと質問に対して答弁いただきました。ありがとうござい

ます。この件については私は高齢者６施設の管理運営の指定管理、運営に係る部分について今後

将来とも非常に重要なことになると思いますので、今私のほうで質問した点、もしくは答弁され

た点について継続協議もあると思いますけれども、十分町としての監督する立場があるわけです

から、しっかりしながら是正するものは是正していかなければならないと思うのですが、その点

について改めて、質問の中で回答が出ていない分がありましたけれども、機を見てまた、一般質

問になるのか、委員会でやるのか別にしまして   …… 

〇議長(福嶋尚人君) 城地君、質問ではないみたいですね。 

〇９番(城地民義君) その点…… 

〇議長(福嶋尚人君) やめてください。 

〇９番(城地民義君) 対応したいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

 最後の５番目の利用者の家族との関係で今の段階で円滑に充足されていると思いますけれど

も、私が聞く上では家族共々不満がやっぱり多いのです。もちろん100％というのはないですから、

だから職員が自らそういったマナーについては丁寧に、相談には乗っていると思いますけれども、

対処して、住民のサービス向上に一層努めていただきたいなと思っていますけれども、その点の

もう一度確認の答弁お願いいたします。 

〇議長(福嶋尚人君) 及川健康推進課長。 

〇健康推進課長(及川啓明君) るる人員等においての運営についての御指摘をいただいておりま

すが、各施設の施設長ですとか萌福祉サービス、指定管理者の役員等とヒアリング今回させてい

ただいておりますが、利用者様目線のサービスの提供ということについては直営に引き続き、む

しろさらに向上した形で利用者さん目線でサービスを提供していきたいというお話をされており

ました。我々もそれを常にやはり利用者様目線でサービスを提供していただきたいということは

お願いしております。そんな中ですけれども、ケアハウスのぞみに入所された方が昨年の七夕に

短冊をお書きになって、その短冊の中に萌福祉サービスに施設が移ってよかったと書いていただ

いていた入所者の方がいらっしゃったというようなお話なんかを聞くと、我々もそのようなサー

ビスを提供してもらいたいと本当に思いますので、そこの部分は城地議員も我々も同じところだ

と思っておりますので、引き続き管理体制も含めて町も一体となって進めてまいりたいと考えて

ございます。 

〇議長(福嶋尚人君) ９番、城地君。 

〇９番(城地民義君) それでは、これで終わります。どうもありがとうございました。 

〇議長(福嶋尚人君) 暫時休憩いたします。10分程度休憩します。 

休憩 午前１０時４４分 

                                            

再開 午前１０時５５分 

〇議長(福嶋尚人君) 休憩前に引き続き一般質問を継続いたします。 
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 12番、阿部君。 

〔12番 阿部公一君登壇〕 

〇12番(阿部公一君) それでは、通告に従いまして、壇上より５項目７点についてお尋ねいたし

ます。答弁については、簡潔かつ明快にお願いいたします。 

 １点目は、町長の原則的政治姿勢であります。病院改革に関しては、赤字縮減との目標から数

回にわたり見直し、改革に取り組んでいます。町長の地域医療を維持するとの思いからも、今回

の病院経営強化プランは町長の病院事業に対する最終とも取れるプランではないでしょうか。 

 そこで、今年５月19日に開催の厚生経済常任委員会で私の質問に対して既に強化プランでは町

長の原則的政治姿勢を示すものではないとしていますが、行政の行う事業において少なからず町

長の姿勢が反映されるものと考えます。そこで、再度お聞きしますが、町長はこの委員会での回

答内容、策定の趣旨に記載のとおり本プランは病院経営強化について作成しており、町長の原則

的な政治姿勢を示すものではないと考えますを承知しておりましたでしょうか。 

 ②としては、町長の原則的な政治姿勢とはいかなるものかについてお聞きします。昨年12月の

一般質問の町長答弁として、長期的な政治的感覚で仕事をしているわけではなく、日々できるこ

と、やらなければならないことを実践している、事案によっては職員を総動員しながら実現に向

け努力していると言っていますが、努力をする原則的な姿勢は将来に向けて町民が安心して暮ら

していけるまちづくりではないかと私は考えます。そういう意味で町長の原則的な政治姿勢につ

いてどのようなものかお聞きします。 

 次に、行政体制の改革についてお聞きします。グループ制を導入してから17年余りが経過した

今年から係制を実施していますが、私が奉職した昭和44年は係制でした。これらの経緯の中で当

然メリット、デメリットを踏まえ、今回の係制導入であると思います。係制、グループ制、係制

と移行してきたこの間の変革をどのように総括していますか。 

 今年新たなデジタル推進係を設けていますが、どのような任務となるのか、具体的な業務内容

をお示しいただきたいと思います。 

 中央では一部課題においていろいろ問題が発覚していますが、それらの対応もなされるのか。

国の課題としてそれらの状況を注視する業務となるのか、お答えください。この業務、順調に推

進されると当然職員の減員も想定されますが、どの程度の成果を見込んでいますか。 

 ここで数字のちょっと修正をお願いしたいのですが、｢行政体制の変革について｣の２番目で、

住民の数は４月末で２万778人としていますが、５月末で２万784人となっています。ここの３行

目で計が552人ですが、これ当然523人だということですので、ここのところを訂正をいただきた

いと思います。 

 当町の５月末の人口は２万784人ですが、一般職374人、会計年度任用職員149名で合計523人で

あります。これは、町民40人に１人の職員となりますが、この数値は全国的に見てもその平均を

下回っていると思います。職員の定数管理の上からも、また財政的改善につながるこの数値を全

道的平均並みに改善することに取り組んではいかがでしょうか。 

 次に、｢ふるさと納税について｣お聞きします。2021年度の総務省まとめでは、北海道、1,217億

円と言われています。ふるさと応援寄附金は、非常に有利な自主財源です。道内では、我が町よ

り人口が少ない町で100億円を超えるところもあるようです。当町では、令和５年の当初予算では

２億円を見込んでおりますが、管内においても多いほうではありません。この自主財源であるふ



 － 17 － 

るさと応援寄附を当面10億円程度を目標とすることはできませんか。委託業者と共に職員にも我

が町を売り込む積極的関与を促すべきと考えますが、いかがですか。 

 次に、４点目のＳＤＧs17項目への取組についてお聞きします。国連の持続可能な開発目標とし

てＳＤＧs17項目を定めています。町内事業所においても取組が進んでおりますが、我が町におい

てはこの取組に積極的に取り組んでいますか。実施しているとするならば、実施している各課に

おいてどの項目に取り組んでいるものなのかお聞きします。 

 最後に、二十間道路桜並木を観光資源として引き継ぐためです。二十間道路の桜並木も100年を

超え、関係者の努力にその姿を残していますが、先般の町広報に掲載された二十間道路の桜並木

は花びらの色が随分と色あせて見られました。この並木を昭和の時代に見られたような色鮮やか

な花びらに回復させる戦略はありますか。観光資源として価値を保つためにも長期にわたる抜本

的対策が必要と考えます。今二十間道路桜並木回復委託事業を委託により行っておりますが、今

後10年、20年と現状のままの努力には限界があるのではないでしょうか。桜並木を維持するため

には、例えば各事業所の記念植樹は桜のトンネルに集中する直線７キロを町が主体事業として静

内農業高校との協働で地道に継承していくこと。一計ではありますが、現在の樹木数は約2,000本

を超えております。現在の桜の寿命からしても植樹が急がれます。少なくとも何十年をかけた努

力の継続が求められます。二十間道路の苗木の植樹などは静内農業高校と町が協働で植樹を実施

しているとのことですが、これはＳＤＧsの目標に少なくとも近づくのではないでしょうか。息の

長い努力が必要でありますが、二十間道路桜並木を観光資源として引き継いでいくためにも、そ

の思いについてお聞きします。 

 以上、５項目について壇上からの質問といたします。町民がこの町の将来に希望を持ち、住ん

でみたい、住み続けたいと感じさせることのできる未来志向の答弁を期待します。 

〇議長(福嶋尚人君) 柴田総務部長。 

〔総務部長 柴田 隆君登壇〕 

〇総務部長(柴田 隆君) 阿部議員からの御質問のうち大きな１点目、｢町長の原則的な政治姿勢

について｣通告書に基づきまして私のほうから御答弁申し上げます。 

 まず、１つ目の厚生経済常任委員会において病院経営強化プランに対する質問に対し、所管課

は本プランは病院経営強化について策定しており、町長の原則的な政治姿勢をお示しするもので

はないと考えていると答えていますが、町長はこのことを承知していましたかという御質問です

が、厚生経済にかかわらず、常任委員会での協議内容につきましては理事者まで報告していると

ころでございまして、もちろん発言の一字一句全てというわけではありませんが、このたびの質

問通告にある所管課からの発言を含めたやり取りが常任委員会の中であったことは町長も承知し

ているところでございます。 

 ２つ目に、｢町長の原則的な政治姿勢とはいかがなるものか｣という御質問ですが、阿部議員が

常任委員会、あるいは今回の一般質問でも繰り返し述べておられる原則的な政治姿勢という言葉、

正直なところ役場業務ではあまり目にしない言葉でございまして、何か特別な意味があるのか、

どのような意味なのか正直明確には把握できておりませんが、文字並びから推測するに町政に対

する町長としての基本的なスタンスという意味合いかと思いますので、そういう意味では本年３

月の定例会の際に大野町長自らが申し述べた町政執行方針のとおりでございまして、阿部議員も

十分に御承知のことと思いますし、ボリューム的に時間もかかってしまいますので、ここで改め
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て町政執行方針の全てを読み上げることは控えさせていただきたいと思います。 

〇議長(福嶋尚人君) 佐藤総務課長。 

〔総務課長 佐藤礼二君登壇〕 

〇総務課長(佐藤礼二君) 阿部議員からの御質問の大きな項目の２点目、｢行政体制の変革につい

て｣御答弁申し上げます。 

 まず、１点目のグループ制を17年間行ってきて、この間の変革をどのように捉えているかにつ

いてでございますが、当町では平成19年度からグループ制での組織体制を進め、その後も部や課

の統合、事務分掌の見直しなど町民の暮らしや業務の効率化などの視点に立ち、時代のニーズに

即した改革に取り組んでまいりました。グループ制は、課全体の事務分掌を個別の事務事業に整

理、分類するとともに、職員を配置したグループ制を編成することにより仕事を進めていくとい

う横型の体制で、グループの編成は基本的にはある一つのまとまった業務を協働で行いながら、

業務の性質や繁閑の度合いにより他のグループとメンバーが互いに協力し合い、柔軟に対応して

いくというもので、課長補佐職を主幹職とし、グループリーダーとすることで主査職以下の職員

とより密接な立場で業務を遂行することができ、課内労働力の有効活用と機動力の向上につなげ

ることができました。このようにグループ制には一定の効果があったものと捉えておりますが、

一方で職員の年齢編成の隔たりや空洞化の問題もあり、グループ制そのものが職員の責任感や主

体性、さらに自主性や積極性を失う要因になっているのではないか、また今後においても役場の

役割は多様に変化し、高度化、専門化していく中、これまで以上に効果的な行政運営を実施して

いく体制が必要となることから、職務における責任意識やマネジメント能力等の向上させ、まち

づくりの将来を担う人材を確保、育成し、町民の皆様にも分かりやすい組織体制と責任ある業務

を進めていくため、グループ制のメリットも兼ね備えた新しい形の係制に移行し、さらに行政サ

ービスの向上を図っていこうと考えてございます。 

 次に、設置されたデジタル推進係の具体的な業務内容と業務の推進による職員定数減の効果に

ついてでございますが、国の政策による自治体デジタルトランスフォーメーション推進計画で自

治体においてはまずは自らが担う行政サービスについてデジタル技術やデータを活用し、住民の

利便性を向上させるとともに、デジタル技術やＡＩ等の活用により業務効率化を図り、人的資源

を行政サービスにつなげていくことが求められるとされており、そのデジタル化の流れに連動し

た自治体デジタルトランスフォーメーションによる行政手続のオンライン化や行政情報システム

の標準化及び業務ＩＣＴ、いわゆるデジタル技術の活用による業務の効率化などの推進に関し、

町としての施策の方向性や具体的な対応策などを整理し、時代に即した効果的かつ効率的な行政

サービスの提供へとつなげるためデジタル技術等に関して一定の知識、スキルを持った専門的な

チームとして令和５年４月１日に総務部総務課デジタル推進係を新設したものです。同係の具体

的な業務内容といたしましては、自治体情報システムの標準化、共通化への取組、行政手続のオ

ンライン手続導入の推進、キャッシュレス決済対応窓口サービスの拡充の検討、住民票等のコン

ビニ交付環境の導入、ウェブ会議システムを活用したリモート窓口、ワンストップ窓口の展開な

どデジタル化に対応した情報施策の調整等に加え、庁内のシステムネットワーク管理業務や各課

の事務である税、住基、戸籍、児童手当、保育、国民健康保険、介護、選挙などの各種業務シス

テムにおける法改正による改修等への対応について業務担当職員と共同で作業を行っておりま

す。これら行政サービスのデジタル化へ向けた取組を全庁的に進めるため今年度において組織の
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見直しを行いましたが、建部議員の答弁でも申し上げたとおり、いずれの行政サービスもデジタ

ル化をすることだけが目的ではなく、デジタル技術を活用することで住民の利便性の向上や職員

における事務の軽減につながることが目的であり、行政全体の効率化に向けたデジタル化はあく

まで手段の一つであることを念頭に進めてまいりたいと考えておりますし、こうしたデジタル技

術の恩恵を享受できない方へのサポートも重要な業務であると考えております。 

 また、デジタル化の推進による職員定数減の効果でございますが、自治体デジタルトランスフ

ォーメーションに取り組むことで業務の効率化や自動化等が進み、将来的には一部の業務はシス

テムに完全に置き換えられることで人員の削減効果が生まれてくる部分も出てくると考えてはい

ますが、自治体の業務内容は多岐にわたり、特に行政サービスに直結する根幹の業務は人的アプ

ローチが不可欠な部分があること、また時代の流れとともに新たな行政ニーズも次々と発生して

いること、さらにはデジタル化の推進によって将来職員の働き方や役割も変化することが予想さ

れますので、現時点で何年間で何名程度と見込むことは難しい状況にございます。デジタル化に

取り組むことは単に職員数を削減することだけを目的にしたものではなく、組織の業務効率化や

高度化によりさらなる行政サービスの提供に注力し、実践していくことだと考えております。 

 次に、２点目の職員１人当たりの住民の数を全国平均に近づける考えはあるかについてでござ

いますが、まず令和５年４月末の職員数は一般職が318人、フルタイム及びパートタイム会計年度

任用職員が合わせて165人で合計483人となってございます。単純値として算出いたしますと、職

員１人当たり43人となります。しかしながら、この数値は当該自治体の総人口を職員数で割ると

いう数式による単純値であり、その町の産業構造や管轄する面積、提供している行政サービスや

保有している公共施設などの状況は一切加味されておりませんので、一つの参考値として見るこ

とはありますが、この単純値に合わせていくという考えで取り組むのではないと考えております。

ちなみに、総務省が公表している地方公務員の各種実態調査の数値では、令和４年４月１日現在

の数値にはなりますが、当町の一般職の数は321人で、職員１人当たり64人となっており、道内

179市町村の平均が職員１人当たり48人でございますので、当町の職員１人当たりが抱える人口は

全道平均よりも16人ほど多い状況にございます。いずれにしましても、職員数については全国平

均に近づけるという目線ではなく、地域における総合的な行政主体として高度化、多様化する住

民の行政ニーズに対応する中で自治体は最少の経費で最大の効果を上げる手法や方策等を常に意

識し、組織全体で知恵を出し合い、実践していかなければならないと思っておりますし、今後に

おきましてもポストコロナを見据えた施策やデジタル技術の活用による生産性の向上、人的資源

のマネジメントによる組織力の強化など現在本町の組織が直面している状況を認識し、現行の体

制から今後どのような手法を取れば組織のスリム化や業務の効率化が可能となるか、また職員の

誰もが意欲、能力を発揮できる働き方の実現ができるかについても重点に置きながら、繰り返し

になりますが、さらなる行政サービスの向上を図ってまいりたいと考えております。 

〇議長(福嶋尚人君) 中村まちづくり推進課長。 

〔まちづくり推進課長 中村英貴君登壇〕 

〇まちづくり推進課長(中村英貴君) 私からは、阿部議員御質問の大きな３点目の｢ふるさと納税

について｣と５点目の｢二十間道路桜並木を観光資源として引き継ぐために戦略は｣について御答

弁を申し上げます。 

 まず、｢ふるさと納税について｣御答弁申し上げます。ふるさと納税制度は、都市と地方の税制
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格差の是正とふるさとや応援したい自治体に対し寄附することで地域に貢献したいという人々の

思いを実現するため平成20年度の税制改正により導入されたもので、寄附額に応じて所得税や住

民税の控除を受けることができる制度でありまして、当町におきましても平成20年７月からこの

制度を活用し、全国の多くの方々から御寄附をいただき、当町のまちづくりの貴重な財源として、

また町や町で生産される特産品などを知っていただく重要な機会となっているところでございま

す。直近３年間の寄附件数、寄附額の推移でございますが、令和２年度が4,862件、１億2,698万

3,000円、令和３年度が7,589件、１億7,113万1,000円、令和４年度が過去最高の１万1,518件、２

億385万1,000円となっており、３年連続で寄附額が増加しているところでございます。 

 そこで、御質問のふるさと応援寄附を増額すべく関係者と共に関係職員のさらなる積極的関与

を促すべきと考えますが、いかがかについてでございますけれども、まず町内事業者への働きか

けにつきまして、新たに開店した事業所などに代行業者と出向き、ふるさと納税への出品をお願

いするなど新規事業者の開拓を積極的に行っておりますし、今年３月からは町民の皆様に対しま

しても当町の魅力あるふるさと納税返礼品について知っていただくためのパンフレットを作成

し、庁内の公共施設等で配付を始めており、その中で新たな事業者の募集も行っております。既

存事業者に対しましては、ふるさと納税に関する勉強会を開催し、魅力ある商品づくりやリピー

ター獲得に向けた実践的な取組について学ぶ機会を提供するなど寄附額の増加に向けた取組を行

っているところでございます。ふるさと納税事業を委託しております代行事業者とは先ほど申し

上げました新規事業者の開拓や既存事業者への勉強会開催のほか、新たな返礼品の掲載や寄附者

への対応など適切な役割分担の下、日々連携を取りながら行っておりますし、返礼品取扱事業者

を含めた３者の連携を強化し、取り組んでいるところでございます。また、関係課との連携につ

きましては、今年３月から生活環境課及び地域振興課と連携し、転出者の方々に対し町の情報と

ともにふるさと納税の御案内ができるようメールマガジンの登録を促すためのメッセージカード

を転出手続の際に配付をし、登録者に対しまして月１回の情報発信を行っているところでござい

ます。さらには、当町は日本一の馬産地でありますので、馬を生かした返礼品が重要であると考

えており、現時点ではまだまだ少ないですが、物だけではなく、体験型メニューも含め関係者等

とも連携しながら馬産地らしい特色ある返礼品の開発に努めていきたいと考えております。 

 このようにふるさと納税においては全国の市町村が様々な手段で新たな返礼品開発やＰＲに力

を入れている中、当町におきましても代行事業者、返礼品の取扱事業者等の関係者や庁内の関係

部署と連携し、創意工夫を重ねながら町内外の皆様に新ひだか町の魅力を発信し、より多くの寄

附を賜ることができるよう積極的に取り組んでまいりたいと考えております。 

 次に、｢二十間道路桜並木を観光資源として引き継ぐために戦略は｣について御答弁申し上げま

す。幅約36メートル、直線距離で約７キロにわたり2,000本を超える桜が咲き誇る二十間道路桜並

木は、国内有数の桜並木として毎年桜の開花に合わせ国内外から多くの観光客が訪れる町最大の

観光資源であり、まさに町の宝でありますが、並木の８割近くを占めるエゾヤマザクラの寿命が

80年程度と言われる中、植栽後100年を超える桜も多く存在し、老木化や病害虫による被害が深刻

な状況になっており、その対策が大きな課題となっております。このため、町では平成27年度か

ら桜維持管理専門職員を配置し、桜並木の維持管理体制を強化するとともに、平成29年度から令

和元年度までの３年間にわたり二十間道路桜並木樹勢回復業務を樹木医に委託して実施し、桜並

木の現状を総合的に調査、診断するとともに、害虫駆除方法の試行やその効果などを検証し、令
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和２年３月に今後10年間の樹勢回復事業計画案などを二十間道路桜並木維持保全方針として取り

まとめ、同年６月に町議会議員の皆様にも配付をさせていただいたところであり、その内容につ

きましては阿部議員も御承知のことと存じます。現在はこの方針に基づき樹木医による指導、助

言を得ながら病害虫駆除、施肥、枯れ枝の剪定、後継樹の植栽、苗畑の造成を中心として桜並木

の樹勢回復に努めているところでございます。特に深刻な状況が続いていた害虫被害については、

数年間にわたり集中的に対策を講じた結果、昨年から顕著にその効果が現れ、今年も現在のとこ

ろ大きな害虫の発生は確認されておりません。また、既存木の維持保全だけではなく、木の更新

にも力を入れており、老木化により倒木の危険がある樹木の伐採や後継樹の植栽を積極的に行っ

ており、令和２年度から令和４年度までの３年間で約100株の伐根を実施し、桜の植栽場所を確保

するなどした上で、合計約100本の桜を二十間道路沿いに植栽しております。桜の植栽に当たって

は、町内外の多くの企業、団体、個人の皆様から寄贈を受けた桜を活用させていただいておりま

すとともに、令和２年度にエントランス広場隣接地に新たに造成した苗畑において後継樹の育成

も行っており、数年後には並木周辺に移植する予定としております。また、本年１月には江別市

にある国立研究開発法人森林研究・整備機構森林総合研究所林木育種センター北海道育種場の事

業であります林木遺伝子銀行110番という事業を活用し、接ぎ木による二十間道路桜並木の名木の

増殖に取り組んでおり、約３年後には増殖された苗の一部が無償で町に提供される予定となって

おります。なお、これら一連の樹勢回復事業の実施に対し毎年町外の多くの企業から御賛同いた

だき、企業版ふるさと納税制度に基づく寄附を賜っており、令和４年度実績は６社、合計900万円

となってございます。さらに、桜並木の保全に当たっては長年にわたり活動を続けてこられてい

るしずないさくらの会をはじめ、多くの町民の皆様が携わっており、令和元年度からは町主催で

二十間道路桜並木ボランティア活動を年に２回程度実施し、町議会の皆様はじめ町内外から多く

の町民、企業の方々に積極的に参加をしていただいております。これらの活動につきましては、

ふるさと教育の一環として小中学校へ出前授業の中で伝える取組も行っており、町の宝である二

十間道路桜並木を通してふるさとに対する愛着や誇りを育む活動も続けているところでございま

す。これらの取組を続けてきた中で、今年４月に日本さくらの会の桜守りのお一人であり、長年

にわたり二十間道路桜並木の保全に対し御指導、御助言をいただいている七飯町在住の浅利政俊

先生がしずないさくらの会の招聘により当町を訪れた際に二十間道路桜並木の管理状況を視察し

ていただいたところ、桜並木は比較的良好な状態にあるとの評価をいただきました。これに同行

した町の桜維持管理専門職員が激励を受けたところでございます。このように町では町内外の企

業、団体、町民の皆様と共に積極的に二十間道路桜並木の樹勢回復に取り組んでいるところであ

り、今後も二十間道路桜並木維持保全方針に基づき計画的な保全活動を継続し、町の宝である桜

並木を後世にしっかりと残していくよう努めてまいります。 

〇議長(福嶋尚人君) 樋爪企画課長。 

〔企画課長 樋爪 旬君登壇〕 

〇企画課長(樋爪 旬君) 私からは、阿部議員からの御質問のうち大きな４点目、｢ＳＤＧs17項

目への取組は｣について御答弁申し上げます。 

 ＳＤＧsは2015年９月の国連サミットで加盟国の全会一致で採択された2030年までの国際目標

で、貧困問題や教育、平等、環境、経済成長、平和などの課題に対し17のゴールと169のターゲッ

トから構成されており、これらを達成することで持続可能な世界を実現し、地球上の誰一人取り
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残さないことを目指しています。世界を取り巻く状況は貧困、紛争、感染症、気候変動などこれ

までになかったような数多くの課題に直面しており、このままでは人類が安心して世界で暮らし

続けることができなくなってしまう、そのような危機感から世界中の様々な立場の人々が話し合

い、課題を整理し、解決方法を考えていこうということで、2030年までに達成すべき具体的な目

標を立て、取り組むこととしたもので、国際機関、政府、企業、学術機関など子どもも含めた全

ての人がそれぞれの立場から目標のために行動することが求められています。 

 御質問の町においてＳＤＧsの取組に積極的に取り組んでいるかについてですが、ＳＤＧs17項

目の達成そのものを直接的な目的として取り組んでいるものはございませんが、ＳＤＧsが掲げる

項目の多くは町政の推進と目指すところが一致しているものと認識しておりますので、町のスタ

ンスとしてはＳＤＧsも念頭に置きながら各種施策の推進に努めているというのが現状であると

考えています。ＳＤＧsも念頭に置きながらという点について具体的な例を申し上げますと、

2020年３月に策定した第２期新ひだか町創生総合戦略の基本方針では、国が推進するＳＤＧsなど

新たな時代の潮流に対応した施策を充実させていくこととしており、当該戦略で掲げる４つの基

本目標の中では町が取り組む各種施策がＳＤＧs17項目のどの項目に関連しているのかを整理し

ているところでございます。したがいまして、御質問の最後にある何課においてどの項目に取り

組んでいるものなのかとの御質問に対しては、各部署が取り組んでいる多くの施策が何らかの形

で幅広くＳＤＧsの達成に関連していくことになりますので、その全てをここで説明することは時

間的にも難しいことを御理解いただきたいと存じます。 

〇議長(福嶋尚人君) 阿部君、再質問は午後からしたいのですけれども、よろしいでしょうか。 

〇12番(阿部公一君) いいです。 

〇議長(福嶋尚人君) 暫時休憩いたします。午後１時再開いたします。 

休憩 午前１１時３３分 

                                            

再開 午後 １時００分 

〇議長(福嶋尚人君) 休憩前に引き続き一般質問を継続いたします。 

 12番、阿部君。 

〇12番(阿部公一君) それでは、順次再質問というか、確認をさせていただきます。 

 病院の経営強化プランについては、病院経営強化について作成しているので、町長の原則的な

政治姿勢を示すものではないと考えておりますという常任委員会での回答、説明だったのですが、

これは承知していると、町長サイドとしては承知しているのですよということなのですが、政治

的なものを示すものではないということを承知しているという再確認ですが、そういうことでよ

ろしいですか。 

〇議長(福嶋尚人君) 柴田総務部長。 

〇総務部長(柴田 隆君) はい、そのとおりでございます。 

〇議長(福嶋尚人君) 12番、阿部君。 

〇12番(阿部公一君) 分かりました。この意味についてはちょっと僕も勉強してみないと分から

ないのですけれども、通常であれば政治的云々という部分、町長の政治姿勢というのは、僕の考

えですから、あなたとは違うよと前回言われていますから、そうなのかもしれませんが、町が行

う政治姿勢としては将来に向けて町民が安心して暮らしていけるまちづくりだというのが原点で



 － 23 － 

はないかと思っています。そういうことを踏まえた上で、町政執行方針を作成する段階ではこの

辺の部分を十分思料した上で作成しているということなのですが、全項目について僕まだちょっ

と対比していませんので、分かりませんが、先ほどのあれからいくと、病院に限らず何らかの経

営強化という部分については承知はしている。その言葉を使ったということは承知している。だ

けれども、具体的な部分についてはお答えになっていませんから、よく分かりません。町政執行

方針のつくり方としては、企画課が各課から情報を集めて、最終的には町長と議論した上で令和

５年の町政執行方針をつくったという、ここの部分も再度確認させてもらいます。そのことでよ

ろしいですね。 

〇議長(福嶋尚人君) 樋爪企画課長。 

〇企画課長(樋爪 旬君) 企画課のほうで取りまとめて、町長と最終的に打合せをして作成した

ものでございます。 

〇議長(福嶋尚人君) 12番、阿部君。 

〇12番(阿部公一君) 当然町政執行方針ですから、そういう部分につくってやったということな

のでしょうけれども、先ほどのやつ、質問からいくと、病院の経営強化についてのみ政治姿勢を

示すものではないのだと。その内容は政治姿勢を示してはいないのですよと言っているようなの

ですが、ちょっと町政執行方針全部を精査していないので、申し訳ないのですけれども、執行方

針の中で全てにおいて町長の政治姿勢が原点にあるのではないかと思うのですが、その辺につい

てはいかがですか。 

〇議長(福嶋尚人君) 及川健康推進課長。 

〇健康推進課長(及川啓明君) 厚生経済常任委員会でのやり取りの部分もございますので、厚生

所管議員の方々、それ以外の方々もいらっしゃいますので、誤解がないようにここでちょっと改

めてお話しさせて、御回答させていただきますが、阿部議員御指摘の経営強化プランについては

病院経営強化について策定しており、町長の原則的な政治姿勢をお示しするものではないと。ま

さに厚生経済常任委員会は町が作成した強化プランの素案について委員会の中で所管事務調査を

行っていただいているという認識を持っています。その中で町長の原則的な政治姿勢に特化した

御質問がございましたので、所管委員会、今所管事務調査をやっていただいているこの調査の場

ではお答えするという場ではないという趣旨で委員会の中でもお答えをさせていただいて、委員

会の中でもそれが認められて、その種の政治的な姿勢の部分は改めて別の機会でというところで

今現在の御質問になっていると思っております。所管委員会の中で各委員さんのほうから出され

た御質問については、誠意を持って回答をさせていただいているという認識でおりますし、政治

姿勢に絡めないで御質問いただけるのであれば、御議論も深まったとも思っております。 

 以上です。 

〇議長(福嶋尚人君) 柴田総務部長。 

〇総務部長(柴田 隆君) あと、私のほうから町長の政策の原点ということで、私先ほど壇上で

基本的な考えは町政執行方針のほうで述べさせていただきますよということ申し上げました。阿

部議員がそれに対して何に矛盾なり問題を感じておっしゃられているのか、御質問が抽象的なの

で、私もどうお答えしたらいいかちょっと困っておりますけれども、町政執行方針の中では大き

な部分として将来に希望を持てる明るい町をつくっていこうと。そこには、安全、安心というの

も入るだろうと思います。その中で、個々個別の医療については将来にわたって持続的に必要な
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医療を提供していく上では機能集約等が必要だと。そのために病院改革プランを策定して取り組

んでいきますということを申し述べているわけでございまして、何ら今の動きと矛盾は生じてい

ないものと感じてございます。 

〇議長(福嶋尚人君) 12番、阿部君。 

〇12番(阿部公一君) 病院経営強化についての政治姿勢がどうのこうのということを聞いたので

すけれども、そこの部分の議論をこの場ではするつもりもなかったのです。ですから、ちょっと

そこはよしますけれども、今の柴田部長の答弁でいくと、どうも聞いていることに答えておられ

ない、答えてもらえていないという認識があります。当然将来に向けて云々かんぬんというのは

執行方針そのものの基本的な政治姿勢という部分で病院問題がどうのこうの、ここの部分は僕自

身が町政執行方針の全部を精査しているわけではないので、どこに矛盾があるかとかなんとかと

いう部分、政治姿勢が載っていない部分があるのかないのかというところまでは僕は精査してい

ません。あのページ全部見るというのは、僕としてはちょっと無理だ。僕自身が２月、３月、入

院していましたので、読み切れていないという部分はありますので、ちょっと申し訳ないのです

けれども、当然執行方針には町長のそういう意思というか、政治姿勢の部分は全て盛り込まれて

いるという見方でよろしいのでしょうか。 

〇議長(福嶋尚人君) 柴田総務部長。 

〇総務部長(柴田 隆君) ちょっと何を聞かれているのか今分かってはいないのですけれども、

町政に臨む基本的な施政方針については町政執行方針のとおりでございます。 

〇議長(福嶋尚人君) 12番、阿部君。 

〇12番(阿部公一君) それは、執行方針の頭のほうで基本姿勢はこうだよと言っているものがあ

りますけれども、それに基づいて具体的な執行方針、事案を掲載していると思うのです。ですか

ら、そこの部分まで町長の意向という部分が入っているかどうか。当然入っていなければおかし

いことなのですけれども、そこまで議論されて、掲載したのですねという確認です。 

〇議長(福嶋尚人君) 柴田総務部長。 

〇総務部長(柴田 隆君) 議長、すみません、聞かれていることがちょっと把握できていません

ので、確認させていただいてもよろしいでしょうか。 

〇議長(福嶋尚人君) いいですよ。どうぞ。 

〇総務部長(柴田 隆君) 阿部議員がどこの点に疑問を感じて、何をお聞きになっているのかを

再度お聞かせいただけないでしょうか。 

〇議長(福嶋尚人君) 12番、阿部君。 

〇12番(阿部公一君) 執行方針の位置づけという部分です。当然執行方針ですから、今年度、令

和５年度の方向性を示す。何をやりたいかという部分も含めて町長の執行方針で頭のところで基

本的な部分が云々だとかというのですが、その後に当然いろんな部門についての説明、それも執

行方針のうちですよね。ですから、その部分について町長も十分議論した上で載せているのです

ねという再度の確認です。 

〇議長(福嶋尚人君) 田中副町長。 

〇副町長(田中伸幸君) 政治姿勢のことについてお聞きされているとは思うのですが、町長就任

当初から私は政治家ではないと。行政マンとして町政を担っていきたいということをこの場で何

度もおっしゃっておりまして、私たちもそういうことを指示を受けて、行政にいろいろな施策を
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取り組んでおります。町政に臨む基本姿勢ということで、冒頭で今年度の町政執行方針で主なも

のを申しますと、町民の生命と財産を守るための防災、減災各種取組に必要な財源を確保する、

引き続き財政健全化をやるとともに、地域資源を活用した取組の推進、それと人づくりに重きを

置きたいという、これが基本姿勢です。基本ですから、基本の次に具体的になるのは応用になり

ます。応用で病院改革については町の合併当初から厳しい経営状況が続いていますが、経営改善

に向けて取り組む病院改革プランについて引き続き関係する方々の意見などを伺いながら策定に

向けて進めてまいりますとうたっております。ちょっと時間はかかっておりますけれども、町民

の皆さんからお話を聞いたり、議会の皆さんに議論をいただいたり、いろいろなことやっていて、

何らぶれはないのかなと感じております。原則的な政治姿勢を調べてみたのですが、基本姿勢と

原則的姿勢はそんなに変わらないのかなと思うのですが、原則的な政治姿勢を決めて、それに基

づいてほかの施策を考えたときに、今度この反意語が例外的という言葉になりますので、原則と

して掲げてしまうとほかのやることが例外になってしまうので、そういうことでは私どもは原則

という言葉は使っておりませんので、最初に柴田部長が述べたように、基本的な姿勢については

町政執行方針に載っているとおり進めさせていただいておりますということです。 

〇議長(福嶋尚人君) 12番、阿部君。 

〇12番(阿部公一君) 今の発言の中で１つだけ確認させてもらいます。 

 町長は確かにそう言っていますけれども、町長は町長として政治家ではないという部分の認識

はあると思うのですが、他町でいきますと話の中では事務方として長い経験がある、でも町民が

選んだ、町民サイドとしたらそうはいっても町長だって政治家でしょうという部分があると思う

のです。ですから、今副町長が言ったそこの部分の確認です。町長は政治家ではない、それは議

会の中でも発言はしていますから、そうですけれども、あと町民がどう受け止めるかというのは

また別な機会に話をさせていただきます。 

 それでは、行政体制の…… 

〇議長(福嶋尚人君) 阿部君、質問だけにしてください。 

〇12番(阿部公一君) だから、次移りますと。 

〇議長(福嶋尚人君) だから、今の先ほどについては質問でありませんので、そういうことはや

めてください。 

〇12番(阿部公一君) 分かりました。町長の部分のやつについては、町長は政治家でないという

部分について改めて確認をさせていただきます。 

〇議長(福嶋尚人君) 町長。 

〇町長(大野克之君) 今阿部議員とそれぞれ副町長含めまして職員の方々が議論している中で、

原則的な政治姿勢という言葉、私もよく理解できないところでございます。それで、今御質問の

ありました政治家なのか政治家でないのかということでございますが、選挙で選ばれた者として

それは政治家であると、そこは間違いなく政治家なのだろうと。ただ、仕事をしていく上では、

政治家というよりは私は行政マンとしてずっとやってきたので、行政マンとしての感覚で仕事を

進めることが主体になると、そういう意味でお話ししたところでございます。 

〇議長(福嶋尚人君) 12番、阿部君。 

〇12番(阿部公一君) 当然そういう答えが返ってくるだろうとは思いました。しかし、表向き政

治家ではあるけれども、行政マンなのだという部分はちょっと疑問があるのです。あくまでも町
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民だとかの人たちが受け取るのは、内面的にはすばらしい行政マンとしての資質があるのだろう

と思いますけれども、町民だとかに出てくる言葉だとかは当然政治家だろう、政治家だという認

識で出てくると思うのですが、再度確認します。あくまでも町長も今選挙で選ばれているから、

政治家なのだけれども、行政執行においては長い経験、すばらしい経験がありますから、それに

基づいて執行していくという確認でよろしいですか。 

〇議長(福嶋尚人君) 阿部君……町長、待ってください。町長が答弁されたことをあなた繰り返

しているだけだから、町長が答弁したことについてさらにあなたが   質問するならいいのだ

けれども、確認、確認と同じことさっきから言っているのです。ちゃんと質問の趣旨整えて質問

してください。 

 12番、阿部君。 

〇12番(阿部公一君) 恐らくしつこくやると議長から停止かかるなとは考えておりましたので、

次に移ります。 

 行政体制の変更ということで、ここの部分はグループ制を導入して、それ以前は係制だったで

すよね。そこで、いろんな総括をした上でグループ制に移行した。そして、今回、というのは３

年ぐらい前に行政改革という部分で僕質問したと思うのですが、体制自体としては当時のグルー

プ体制として問題はないとお答えをいただいていました。それで、今回あえて係制に移行すると

いう部分についてメリット、デメリットをどう改善して、総括をしたのかという部分についてお

聞きします。 

〇議長(福嶋尚人君) 水野総務課長補佐。 

〇総務課長補佐(水野一勇君) 今回合併までの係制、従前の係制についてのまずメリットといた

しましては、指揮命令系統がはっきりしていることだったり、責任権限が明確になると。デメリ

ットにつきましては、係制ということで係間、仕切りができやすいということで繁忙期の繁閑調

整が取りづらいのではないかと。そういった縦型という点で、年々その当時多様化してくる行政

サービス、行政ニーズに対応するため、平成19年度からグループ制のほうに移行しました。その

当時課長補佐をグループ長とすることで担当業務を持って、課内労働力の向上につなげるととも

に、横のつながりを持って仕事をしていこうというものでした。ですが、この一方この間職員の

年齢構成の隔たりだとか空洞化の問題もありまして、管理職が増えて、若手職員が少なくなって

いること、今後においても時代の変化とともに役職、役場の役割というのが多様化していきます

から、これまで以上に効果的な行政運営をしていかなければいけないという組織を考えたときに、

今年度から係制に移行したというところでございます。 

〇議長(福嶋尚人君) 12番、阿部君。 

〇12番(阿部公一君) 今の時点でという部分でいくと、そういう答弁になるのでしょうけれども、

何年前かな、行政改革という部分でやって、風通しのいい組織なのだと、グループ制は。だから、

当面は、当面というか、変革する必要はない。風通しがいいという部分でグループ制のメリット

を話していました。今の話だと、グループ制を取っていたけれども、いろんな支障、デメリット

が出てきたので、やったのだ。例えば10年たってとかというのだったらまだ分かる。たしか３年

ぐらいしかたっていないと思うのですけれども、そこのところをもう少し明確に説明をしていた

だきたいと思います。 

〇議長(福嶋尚人君) 佐藤総務課長。 
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〇総務課長(佐藤礼二君) 今回の係制ということで、風通しのよいという部分はあります。そう

いうところで、今回係制も導入した中で課長補佐、主幹、係長というポストをまた復活させて、

主査、主事ということで、この主査、主事の部分におきましては以前は主査、主事に関しても係

制をそのままはめておりました。ただ、今回はグループ制の風通しのよさのメリットの部分を踏

まえまして、係以下、主査、主事に関しては係にはめないで、課内の中で調整しながら配置する

というような部分も適用しております。そういうところで改善といいますか、以前の係制よりは

もう少し形を、動かしやすいような形の配置にしているということにしております。 

〇議長(福嶋尚人君) 12番、阿部君。 

〇12番(阿部公一君) それでは、そこの部分、グループ制の部分については次に移らさせていた

だきます。 

 今回新たにデジタル推進係を設けていますが、どのような任務、どのような体制なのか若干教

えていただきたいと思います。この部分については、国のそちらのほうの方針はある程度分かり

ますけれども、町民目線に立ったときの業務の中身を若干説明をしていただきたいと思います。 

〇議長(福嶋尚人君) 佐藤総務課長。 

〇総務課長(佐藤礼二君) 今回のデジタル推進係の体制ということで、まずは係を設けまして、

主幹、そして係長、主事、そしてＣＩＯ補佐官という形で業者のほうから出向させて、体制を組

んでおります。その中で町民向けのというところになりますけれども、デジタル化、デジタルト

ランスフォーメーション、一概に言いますけれども、いろんなデジタル化の形があります。その

中で自治体として何を選んでいくかというところが各自治体の特性に応じたデジタル化というこ

とになろうかと思います。まず、形としては、ちょっと町民とは若干外れる部分で、まず大きな

目標としては自治体情報システムの標準化というものが国から示されて、法律で制定されて、令

和７年度末までに、ここは全国の自治体なのですけれども、標準化をしていきなさいと。そうす

ることで標準化した後にシステム、例えば税であれば税制改正におけるシステム改正の経費の軽

減だったりですとか、そういう部分で軽減化していきましょうということになっています。新ひ

だか町としてデジタル化で町民の立場に立った中のシステム、サービスの向上という中では、例

えば行政の手続のオンライン化の推進でしたり、今行っておりますキャッシュレスというのを窓

口対応、そして今年度やろうとしています住民票でのコンビニ交付、そして今建部議員等のお話

の中でも検討しています書かない窓口の対応、そういうものをまずはやっていこうと。あとは、

ラインなんかを活用した情報発信だったり、そういう形のものを取り組んでいこうということで、

住民向けのサービスとしてはそういうものを今デジタル化でサービスを向上していこうと考えて

いるところです。 

〇議長(福嶋尚人君) 柴田総務部長。 

〇総務部長(柴田 隆君) 少し補足させていただきます。 

 阿部議員がおっしゃりたいのは、町民から見てこのデジタル推進係って何なのかということが

分からないという趣旨かなと思って、私受け止めました。それで、デジタル推進係が直接町民の

皆様と接点を持ってやることは限りなくないと思います。各窓口においてやる様々な手続をデジ

タル技術を使ってもっと便利に、もっとスピーディーにやれる方法がないのかという議論の中で、

それを形にするために専門的な知識を持ったスタッフ集団を集めて、担当課と要はいわゆるメー

カー、ベンダー等の間に入りながら出たアイデアを形にしていく、そういうお仕事をしていくこ
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とになりますので、どちらかというと第一線というよりは２列目の仕事となろうかと思います。 

〇議長(福嶋尚人君) 12番、阿部君。 

〇12番(阿部公一君) どこの係でいろんな仕事、事業を行っていくという部分なのですが、町民

サイドに対してこれを何らかでこういう仕事なのですよと、直接的には原課が対応しますよとい

う部分の話になろうかと思うのですが、これらを広報等を通じて町民自体にお知らせをしていく

ということは考えているのかどうかお聞きします。 

〇議長(福嶋尚人君) 水野総務課長補佐。 

〇総務課長補佐(水野一勇君) 町民へのお知らせという点で、デジタル化によって町民サービス

向上のために例えば今後こういうサービスができるようになりましたというのはもちろん今後に

おいても広報とホームページ、あらゆるＳＮＳを通じながら周知のほうをしていきたいと考えて

ございます。 

〇議長(福嶋尚人君) 12番、阿部君。 

〇12番(阿部公一君) なかなか納得いく答弁はないのですけれども、次に移ります。 

 ふるさと納税の関係なのですが、原課もそれなりに頑張ってきて、去年は２億300万円でしたか。

令和５年度の目標額を２億円ということで計上していました。これ予算書でなっているのですけ

れども、このふるさと納税というのは意外と縛りのかからない自主財源なのです。北海道内でも

３か所ぐらいですか、答弁の中で、100億円超えているというのがあって、ここのところで本当に

自由財源ですから、子どもたちの給食費だとか医療費等々を無料にするというような考えでこれ

を使っていると。全部使えるわけではないのですけれども。それで、この自主財源であるふるさ

と納税寄附を、今２億円ですけれども、将来的には、今できる、できないはちょっとあれですけ

れども、10億円ぐらいの目標を立てて、努力するつもりはありますか。 

〇議長(福嶋尚人君) 中村まちづくり推進課長。 

〇まちづくり推進課長(中村英貴君) 担当課長として個人的には10億円でも100億円でも目指し

たいという気持ちは常に持って取り組んでおりますが、現実的に当町の農林水産物の生産の状況

ですとか製造業、加工場含めての、そういったものを見ますと、一朝一夕に今年、来年すぐ10億

円、10年後に100億円になるかというと、そう簡単なものではないなというのを、私もこの業務に

携わって５年以上になりますけれども、難しさを感じているところです。当初予算に計上させて

いただきました２億円というのは、控え目な数字ではないかなと自分自身も感じております。当

然これを目標としているわけではなくて、これは間違えない財源としてここは最低限確保しよう

ということでの２億円でございまして、当然これを上回る御寄附を全国の皆様からいただけるよ

うに町のＰＲも兼ねまして事業者の皆様、それから代行業者の方々と本当毎日のようにやり取り

をさせていただいていますけれども、そういった日々の積み重ね、小さいことの積み重ねをもっ

て安定的な財源として最低限前の年を割らないように、確実に毎年寄附額が伸びるような取組を

していきたいと。例えば来年10億円になってもその次の年５億円となれば、非常に不安定な財源

です。このふるさと納税というのはそういう性質を持っていますので、我々はそうなると当てに

していた財源が一気に空になってしまうというおそれもあります。法令でいろいろな縛りもあり

まして、違反すると指定取り消されるというような危険もありますので、当然そういった国から

示されている基準をしっかりと守りながら正しいやり方で全国の皆様から御寄附をいただくよう

に我々職員も町としても日々取り組んでいきたいと考えてございます。 
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〇議長(福嶋尚人君) 12番、阿部君。 

〇12番(阿部公一君) 目標は目標ですから、いいのですけれども、最低限の２億円というのは確

保したいということなのでしょうけれども、その手法をもう少し拡大をして、要は納付者に喜ば

れる返礼品という視点が若干ないのかなと思うのですけれども、その辺は担当課なり委託業者の

ほうではどう考えていますか。 

〇議長(福嶋尚人君) 中村まちづくり推進課長。 

〇まちづくり推進課長(中村英貴君) 御寄附をいただいた方々に対する返礼品ということです

が、これもちろんネットショップではございませんので、あくまでも寄附をいただいた方に対す

る心からのお礼のものとして商品を、特産品をお送りさせていただいているということになりま

す。満足されているかどうかというのは、今ふるさと納税のサイト見ますとレビューというのが

ありまして、この中で評価をいただいています。当町全体のレビューというのを見ますと、５段

階でいうと4.8とか、それなりに高評価をいただいているかと思います。個々の商品に当たっては、

やはり１万件以上の御寄附をいただいていますので、中には厳しい御指摘も受けている場合もな

いことはありませんが、おおむね新ひだか町の   で生産されているもの、あるいは加工され

ているものが高い評価を受けて、非常に寄附をしていただいている方には喜ばれているのではな

いかということで、携わっている事業者の皆様も精いっぱいいい商品を届けていきたいというこ

とで努力をされていると考えてございますので、今後も我々勉強会ですとか日々の情報交換通し

てやはり寄附をしていただいた方々に満足していただけるような、そういったお礼の品を届け続

けていきたいと考えてございます。 

〇議長(福嶋尚人君) 12番、阿部君。 

〇12番(阿部公一君) 次、ＳＤＧsの部分についてはちょっと再質問は止めます。 

 最後に、二十間道路の桜並木を観光資源として引き継ぐ、要は今もいろいろ事業はやっていま

す。維持をするためにいろいろ事業はやっていますし、前に立てた計画年度もあと何年か残って

いると思うのですが、自然相手ですから、桜の木、私のわがままでいうと昭和40年代後半、昭和

50年代の半ば頃までの桜の花びらの色に回復させるためには相当大変な、数年では無理ですから、

植樹をしながらやっていくと。そうすると、７キロ、７キロの14キロで2,000本、そこを、今たし

か５メートル間隔ぐらいですから、2,000本というと14キロだとそれなりの、2,000本ぐらいやる

とすると相当年数がかかります。一遍に何千万円、何億円という財源を突っ込んでやるのは全く

今の状態では不可能   。それで、桜まつりのメイン会場、要は開会式等々を今までやったよ

うなところ、それは桜のトンネルのところですよね。あそこ上から見ると大分欠損していて、色

も落ちてきている。それで、あそこを町が   よりもいろんな記念植樹というケースがあると

思うのです。たしかあそこ片道やや250メートルですから、往復500メートルで、５メートル間隔

でやればおよそ100本、一遍に来ることはないでしょうけれども、少しずつ各事業所から何らかの

記念植樹という部分でやっていただいたときにそういうところ植えている。あと、町のほうとし

てやる部分については14キロ、これはやるとしたら本当に相当長い年数がかかりますし、その間

にまた木はどんどん弱っていったりなんなりという部分ありますから、そこのところを考慮しな

がら、どういう維持するための計画を新たに立てたほうがいいのではないかと思いますが、その

辺はどうでしょうか。 

〇議長(福嶋尚人君) 中村まちづくり推進課長。 
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〇まちづくり推進課長(中村英貴君) まず、御提案いただきました花のトンネルの場所について

なのですが、議員おっしゃるとおり、私も役場に入りましてから30年以上になりますが、かつて

本当に花のトンネルだなという感じの、空が花で覆われるような状況でした。最近はそこにある

100年近く立っている桜の木もぽつぽつと欠けていく中で、確かに空が見える範囲が広がってきた

なというのは感じております。町としては、そこに標準木を置いています。それから、標準木に

近い100年を超えているような立派な桜がありますので、こういったものはきちっと治療しながら

残していくと。ただ、植物ですから、当然枯れていきますので、そういった部分については、10年

ほど前になりますけれども、今年で60回の桜まつり、10年前の50回の桜まつりのときには町民の

皆様から苗木を募ってそういった植樹の活動も行ってまいりましたし、今年は地元の企業からも

花のトンネル中心に植樹をしていただいております。一遍に植え替えるということは当然できま

せんので、状況見ながら欠けた部分に対して補植をしていくというような、そういった作業を繰

り返しているわけなのですけれども、引き続きやっていくと。 

 それから、並木本体についても同じことが言えるのですが、ここにも相当な数ありますけれど

も、ここについてもやはりまず100年ぐらい立っている木がまだ全体で400本ぐらい残っています

から、全部一遍に残すというのは難しいですけれども、行く行くはこういったものを絞って、ま

だまだ延命をさせていきたいということと倒れていく木につきましてはそこを伐根するなりして

新たなものを植えていくと。それを繰り返していくしか2,000本以上維持していくというのはでき

ないわけでありまして、これまで100年以上前に植えられた桜を地元のいろいろな町民の皆様、企

業の皆様、関係する牧場の皆様も含めて守り続けておりますので、今後もまず10年間の計画立て

ましたけれども、これだけに限らず、やはり町民挙げて100年以上残るように、未来永劫残るよう

に取り組んでいくしかないのかなと思っておりまして、何か新たな計画をさらに立てるというの

は考えありませんけれども、今やっているようなことは確実に繰り返していきたいと考えてござ

います。 

〇議長(福嶋尚人君) 12番、阿部君。 

〇12番(阿部公一君) そこのところは、計画を立てないかと言っている部分は現状のいろんな事

業やっています。樹木医ですか、それらの意見を聞いてという部分もありますが、今新しく植え

た部分にしても桜が本当に見頃になるのはやはり20年ぐらいかかるのだと思うのです。そうする

と、相当長い目でやっていかないとどうも気がついたらどんどん減っていっている。だから、減

っていったら植えるのだというのでは、あそこの景観そのものが見失われてくるのではないかと

思うのですけれども、今課長のあれですと長期にわたる計画はしていないということですけれど

も、実質的に具体的な部分ないにしても関係者とそこの部分やっていかないと、本当に資産とし

て残っていかないのではないか、観光資源としても残っていかないのではないかと思うのですけ

れども、そこの部分は木の寿命という部分を考えた上で、なおかつ計画はしないということでよ

ろしいのでしょうか。 

〇議長(福嶋尚人君) 中村まちづくり推進課長。 

〇まちづくり推進課長(中村英貴君) エゾヤマザクラ、桜の寿命というのは80年と言われており

ます。もう既にもともとの最初に植えられてから100年以上たっていますので、これがどの程度残

していけるのかというのはなかなか難しいところありますが、先ほども言いましたけれども、調

査によると400本以上は現状で残っているというのが数年前の調査で分かっております。ただ、こ
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れ全部残すというのは非常に難しいというところがございます。ただ、やはり究極言えば100年後

にこの中の何本でも残っていればそれはすばらしいことだと思いますけれども、それを残すとな

ればこれ莫大な費用と人手といろいろかかりますので、そういったことは難しいのだろうなと思

います。ですから、木にはいろいろなランクづけをしながら今取り組んでいます。残すべきもの、

あるいはもうこれは無理だろうと。倒れそうな危険な木もありますから、木を残したくてもけが

人等出てはどうしようもないので、こういったものは倒して、根を抜いて、植えていくと。補植

するにも通常は２、３年の苗木を植えるのですが、二十間道路に関しては鹿の食害もありますの

で、10年近くたったほぼ成木に近いような木を植えてやっておりますので、植えた翌年からも花

が咲いているというようなところもございます。しつこいようですが、そういったことを繰り返

しながらやっていくしかないのかなということで、計画立てるとすれば今言ったようなことしか

ありませんが、そのことを改めて何か計画を立ててというのは現時点では考えておりません。ま

ずは、この10年間にわたる方針に基づいて今現状取り組んでいくと。その後については、また更

新をしていく必要があるかなとは思いますが、現状ではそのような認識で考えてございます。 

〇議長(福嶋尚人君) 12番、阿部君。 

〇12番(阿部公一君) もう時間ですから、早くやめれと言われていますので、一応これで終わり

たいと思います。どうもありがとうございました。 

〇議長(福嶋尚人君) 暫時休憩します。10分程度休憩します。 

休憩 午後 １時４４分 

                                            

再開 午後 １時５５分 

〇議長(福嶋尚人君) 休憩前に引き続き一般質問を継続いたします。 

 11番、川合君。 

〔11番 川合 清君登壇〕 

〇11番(川合 清君) ６月定例会の壇上からの一般質問を行います。 

 第１点は、｢新ひだか町アイヌ施策基本構想について｣ですが、｢アイヌ施策推進法｣を受けて、

新ひだか町アイヌ施策基本構想がつくられました。基本構想の目指す姿という見出しで新ひだか

町特有のアイヌ文化の研究、学習、体感し、次の世代へ引き継ぐ（仮称）新ひだかアイヌミュー

ジアムを創造する、こう述べ、推進施策として２つのアイヌ民族の歴史を尊重する施策、２つの

アイヌ文化の伝統文化継承活動、２つのアイヌ文化の啓発活動、この３つを推進すると述べてい

るのですが、私にはこの意味が全然分からない。それで、機会があればあちこちの人に町の基本

構想でこう述べているのですがということで感想を聞いたのですが、何だそれという答えが圧倒

的でした。それで、やっぱりアイヌミュージアムを造るというのは真歌の丘になるわけですから、

この訳の分からない文言を削除して、和人の収奪に抗し、蜂起したシャクシャインの地、これを

太く打ち出して、｢アイヌ施策推進法｣でアイヌ民族を先住民族として認めましたが、先住権はま

だ認められていない段階ですので、先住権の学習の場にもするべきだと思うのですが、いかがお

考えかお答えいただきたい。 

 ２つ目は、｢産業の振興について｣ですが、今議会では漁業と農業の一部だけにしたいと思うの

ですが、旧春立小学校を買い取って、そこで魚の、魚類、貝も含めてですが、陸上養殖をしたら

どうかと、こう考えて、管理漁業となるので、赤潮の被害からも守られるし、急な温度上昇によ
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って海の稚貝が死滅すると、こういうものも防ぎながら安定的に特定の魚を生産できると考えて、

これからの時代、ぜひ考えてみてはと思うのですが、どう考えるかお答えいただきたいと。 

 そのための財源として、２番目になりますが、新ひだか町漁業振興基金というのがあります。

大変大きな金額になっているのですが、これがなかなか活用されない基金になって、宝の持ち腐

れになっていると思うのですが、それでまずは基金の運用状況について御答弁をお願いしたいと

思っています。その活用方法も含めてなかなか難しい面もあるようですので、少し深く踏み込ん

だ基金活用の方策についてお知らせいただきたいと考えています。 

 それからあとは、テレビで放映された北大短角、将来の地球温暖化に寄与する畜産ということ

で、牧草だけでなくてササも食べて、それで大きくなると、こういう独特の牛の一つの品種をつ

くったと思っています。この子どもたちを増やさなければならないと思うのですが、この北大短

角牛の地元としてどのようなことを考えられるか。町長としてどう今考えて、活用できないかど

うかという検討されていると思うのですが、それについてお答えいただきたい。 

 それから、最後の問題ですが、陸上養殖についても北大短角にしてもやっぱり専門家の力借り

ないとうまくいかないと思っています。人が寄ってたかってできる問題ではないと思うのですが、

それで今どき産学官の連携というのはもう時代遅れでないかと思っていますが、熱心な産業団体

と専門家の連携で各地で、あるいは漁業協同組合直営の形でやるとか、農業協同組合直営の形で

事業を起こすとかと、こういうことの時代だなと思っているのですが、一時言われた産学官連携、

それについてどのような認識を持っているのか、町長の考えを伺いたいと思っています。 

 以上、壇上の質問を終わります。よろしく御答弁お願いします。 

〇議長(福嶋尚人君) 斉藤文化振興課参事。 

〔文化振興課参事 斉藤大朋君登壇〕 

〇文化振興課参事(斉藤大朋君) 川合議員から御質問の｢新ひだか町アイヌ施策基本構想につい

て｣について御答弁申し上げます。 

 新ひだか町アイヌ施策基本構想は、アイヌの人々が民族としての誇りを持って生活することが

でき、その誇りが尊重される社会の実現を図り、もって全ての国民が相互に人格と個性を尊重し

合いながら共生する社会の実現に資することを目的に、令和元年５月24日に施行された｢アイヌの

人々の誇りが尊重される社会を実現するための施策の推進に関する法律｣に基づき地方公共団体

の責務としてアイヌの人々が民族としての誇りを持って地域で暮らし、貴重な伝統や文化を先の

世代へと引き継いでいくために町として必要な施策を講じることを目的として、令和２年３月に

策定したものでございます。基本構想の策定に当たりましては、アイヌの人々や文化、観光、産

業、各団体の代表者ら13名の町民から成るアイヌ施策懇談会を組織し、基本構想の策定に取り組

むに当たっての５つの姿勢を定めまして、懇談会参加者と町がアイヌ民族の歴史と現在、そして

未来について認識を共有しながら議論を深めて、基本構想をまとめております。その５つの姿勢

でございますが、１、アイヌ民族の歴史を日本史の過去のものとするのではなく、独立したもの

と捉える、２、和人の文化と対比して着目するのではなく、アイヌ文化を全体的に捉える、３、

アイヌの人々の生活を提示し、アイヌ文化の歴史の流れを捉える、４、アイヌ文化の地域差、時

代差を理解する、５、先住民族、少数民族先住権などを理解するでございます。基本構想中に認

められる２つのアイヌ民族や２つのアイヌ文化という聞き慣れない言葉は基本構想の策定に取り

組むに当たっての５つの姿勢を踏まえて、懇談会参加者と町が議論を深めていく中で見いだした
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重要語句でございます。議論の一例を紹介させていただきますと、シャクシャインの戦いは静内

川流域で暮らす異なる２つのアイヌ集団間の資源をめぐる争いが質的変化を遂げて、アイヌと和

人、松前藩との民族衝突へと発展したものですが、一般にシャクシャインの戦いと呼ばれ、知ら

れているのは後段のアイヌと和人、松前藩との民族衝突であり、前段の１つの地域に複数のアイ

ヌ集団が存在し、アイヌ同士で争っていたことは意外と知られておりません。懇談会が注目した

のは、この同一地域内に２つの異なるアイヌ集団が存在する新ひだか町ならではの様相でして、

これこそが研究、学習、体感し、次の世代へ引き継ぐべき新ひだか町特有のアイヌ文化の一つで

あるとの認識を懇談会参加者と町とで共有したところでございます。新ひだか町アイヌ施策基本

構想は、アイヌ施策懇談会参加者と町がアイヌ民族の歴史と現在、そして未来について認識を共

有しながら議論を深めて、まとめ上げたものでございます。こうした議論の末に町のアイヌ施策

が目指すべき姿は新ひだか町特有のアイヌ文化を研究、学習、体感し、次の世代へ引き継ぐ（仮

称）新ひだかアイヌミュージアムの創造、そのための推進施策としては２つのアイヌ民族の歴史

を尊重する施策の推進、２つのアイヌ文化の伝統文化継承活動の推進、２つのアイヌ文化の啓発

活動の推進、施策推進のための重点的取組としてはアイヌ文化拠点空間の整備による人材育成と

交流人口の拡大、アイヌ文化拠点空間の運営母体の構築と自立運営に向けたビジネス展開と結し

ております。 

 そこで、議員御質問の｢基本構想の推進施策の２つのアイヌ民族の歴史、２つのアイヌ文化の伝

統文化継承、２つのアイヌ文化の啓発を削除し、和人の収奪に抗し、蜂起したシャクシャインの

地を打ち出すべきと思うが、いかがか｣についてでございますが、この２つのという基本構想を支

える重要語句を削除することはアイヌ施策懇談会で深めた議論、共有認識が無になるものと考え

ますので、文言を削除し、改める考えは全くございませんので、御理解願います。 

 以上、御答弁とさせていただきます。 

〇議長(福嶋尚人君) 新川水産林務課長。 

〔水産林務課長 新川兼一君登壇〕 

〇水産林務課長(新川兼一君) 川合議員から御質問の大きな項目の２点目、｢産業の振興につい

て｣の｢魚の陸上養殖を考えるべき｣と｢新ひだか町漁業振興基金の運用状況は｣について御答弁申

し上げます。 

 まず、１点目の｢魚の陸上養殖を考えるべき｣についてでございますが、現在新ひだか町内では

漁業者等による陸上養殖は行われていない状況であります。陸上養殖のメリットとしましては、

場所を問わず赤潮や高水温などの自然環境の変化、台風や高潮など気象条件の影響を受けず、高

品質で安定した出荷が見込まれます。一方、養殖用施設や機材の整備など初期投資が多額になる

こと、電気料金や水道料金、機器のメンテナンス費用などの維持管理費が継続的に生じること、

ウイルス、病気、停電等によるトラブルが発生した場合などの被害など多くのデメリットが考え

られます。また、養殖する魚種についても市場からのニーズが高く、ブランド化や付加価値化に

より高値で取引されるなど費用対効果を見込めるもので、かつ魚種により飼育する水槽の大きさ

や形状、必要となる機材が変わってくることから、魚種選定が重要となります。さらには、養殖

技術を持った指導者の確保、育成も必要不可欠と考えております。これらのことを踏まえますと、

養殖漁業につきましては長期的な展望の下、慎重かつ綿密な計画を立てなければならない取組で

あると考えております。現在町内漁業者や漁業協同組合からは陸上養殖を望む声は上がってきて
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いない状況ではありますが、将来的な漁業振興のための取組の選択肢の一つとして、資源の動向

や環境の変化などの漁業情勢や関係者の意見を踏まえ、必要に応じて検討していくべきことと考

えており、その際には漁協など関係団体と協議、検討していきたいと考えております。 

 次に、２点目の新ひだか町漁業振興基金の運用状況についてでございますが、当該基金は漁業

の振興、充実を図ることを目的に創設され、漁業振興に資する各種事業を実施する際にはひだか

漁業協同組合との協議の下、これら事業に充てる場合に限りその財源として運用しております。

過去５か年の運用状況につきましては、ひだか漁業協同組合が事業主体で実施したエゾバフンウ

ニ種苗放流事業とホッキ稚貝購入放流事業の財源の一部として充当し、事業を実施しております。

エゾバフンウニ種苗放流事業につきましては、資源が不安定で減少傾向であることから、適正な

漁場へ種苗を放流し、資源の増大を図ることを目的に実施している事業となっております。また、

ホッキ稚貝購入放流事業につきましては、資源量調査に基づく適正漁獲量の遵守や漁場の輪番制

による操業により保護に努めておりますが、資源の安定確保とさらなる生産高向上のため令和５

年度も基金を活用し、事業の推進を図ることとしております。現在の漁業情勢は赤潮の発生など

による資源の減少などの影響や地球温暖化や気候変動、海水温上昇などの影響により水揚げされ

る魚種や漁獲量の変化が激しい状況となっております。現時点では、このように目まぐるしく変

動している状況を注視しつつ、どのような漁業振興を図っていくべきかを見極めている段階であ

ります。今後は既存事業のほか、将来的に漁業振興に寄与するとともに、効果が見込まれる新た

な事業について当町としましても推進していくべき事業と判断した場合には漁協と十分な協議、

検討を進めるとともに、当該基金の使用について慎重に判断し、有効的に活用することを検討し

ていく必要があると考えております。 

〇議長(福嶋尚人君) 中村まちづくり推進課長。 

〔まちづくり推進課長 中村英貴君登壇〕 

〇まちづくり推進課長(中村英貴君) 私からは、川合議員御質問の大きな２点目、｢産業の振興に

ついて｣の３点目、｢北大短角牛の地元活用について｣と４点目の｢産学官連携についての考えは｣

についての２点、御答弁申し上げます。 

 まず、北大短角牛の地元活用についてですが、北大短角牛とは当町の御園にある北海道大学北

方生物圏フィールド科学センター静内研究牧場で研究を目的に飼育されている和牛の一種である

日本短角和牛のことをいい、同牧場ではこの牛を輸入飼料に頼らず、学内の耕地で栽培される飼

料や牧草を中心に飼育するという研究を長年続けております。町では、これまで北海道大学の研

究機関として国際的にも希有な研究を行っている同牧場の存在を町内外に広め、地域の魅力向上

につなげるため同牧場及び地元事業者と連携して、北大短角牛を令和元年度のみついし蓬莱山ま

つりで販売、ＰＲするとともに、令和２年度からは当町のふるさと応援寄附の返礼品として取り

扱っているところでございます。そのような中、北海道大学では令和３年度から学内で生産され

る農産物の販売やブランド化の推進を図ることとなり、北大短角牛についてもブランド化の取組

が進められております。最近では各種報道等でも取り上げられるなど大きく注目されるようにな

ってきたところですが、北大短角牛はそもそもが研究目的のため年間の出荷頭数は40頭程度と少

なく、大量には流通できないため、大学では本校の学内にある北大マルシェや一部の事業者に限

定し販売していると伺っております。町内では一事業者が大学と契約をした上で静内研究牧場か

ら年間１頭から２頭を購入し、当町のふるさと応援寄附返礼品に出品しているほか、自店舗にお
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いてハンバーグやステーキ肉の販売を行っております。また、町内飲食店においても一部の店舗

において北大短角牛を活用したメニューを出すなど地元でも徐々にではありますが、北大短角牛

の活用が進んできているものと認識しております。世界的な家畜飼料の高騰により国内の畜産業

も大きな影響を受ける中、地場の牧草など粗飼料主体による牛肉の生産システム構築というユニ

ークな研究を行う北大静内研究牧場には海外からの留学生も訪れるなど世界的に見ても注目され

るべきものであり、その研究の成果として生産される北大短角牛は大きな可能性を秘めているも

のと考えております。今後も同牧場や地元事業者と連携し、ふるさと応援寄附制度などを活用し

たＰＲを積極的に行うとともに、飲食店などとも連携し、新たなメニュー開発に取り組むなど北

大短角牛のさらなる地元活用を図ってまいりたいと考えております。 

 次に、｢産官学連携についての考えは｣についてでございますが、当町では農業分野の取組とし

てクリーン農業等の環境保全型農業への取組の推進と地域農業の持続的発展に寄与することを目

的として町のほか、日高農業改良普及センター、静内農業高校、しずない、みついし両農業協同

組合を構成員とした新ひだか町みどりの食料システム推進協議会を令和５年３月28日に設立した

ところでございます。この協議会の取組内容につきましては、環境負荷低減技術の向上や労働時

間の縮減を図るため、静内農業高校の圃場と町実験センターの圃場においてミニトマトと花きの

ハウス内の土壌にバイオ炭を施用し、温室効果ガスを貯留する試験と環境モニタリング装置を試

験圃場に設置し、省力化技術に関する試験を実施するものとなっております。また、令和４年度

より日高を代表する全国に誇れる特産品を生み出すため静内農業高校、各産業団体、地元事業者

等と連携し、静農ブランド開発促進プロジェクトの取組を進めており、令和４年度においてはこ

れら関係団体の参画の下、静農ブランド開発促進プロジェクト会議を発足させ、既に高校生のア

イデアを生かした４商品が地元事業者によって製品化され、販売されております。今年度も産業

団体や地元事業者と連携し、静内農業高校の生徒たちが中心となって、新たに複数の商品開発に

着手しており、年度内の製品化を目指して取り組んでおります。 

 さらに、静内農業高校では、令和３年度から新たに始まった国の次世代地域産業人材育成刷新

事業、いわゆるマイスターハイスクール事業の指定校として全国のモデルとなる取組を３年間に

わたり実践しているところですが、町では北海道教育委員会が設置した同事業における意思決定

総括機関であるマイスターハイスクール運営委員会の構成員として参画をし、大野町長が運営委

員長になっております。同運営委員会では、プロジェクト期間である３年間の事業計画や数値目

標、指標の設定や事業終了後の職業人材育成システムの構築に向け、研究指定校である静内農業

高校に対して専門的見地から指導、助言を行っております。マイスターハイスクール事業では、

町内外の多くの産業団体、事業者、養成機関が学校運営に積極的に関わっており、様々な活動が

展開されているところです。このように町では地元高校などを中心として産業団体、事業者、行

政が連携して地域課題の克服や新たな商品開発に取り組んでおり、今後も地元産業の振興や地域

の活性化のため産官学の連携した取組を進めてまいりたいと考えております。 

〇議長(福嶋尚人君) 11番、川合君。 

〇11番(川合 清君) 再質問に入ります。 

 それで、アイヌ施策基本構想についてですが、答えているのは分かりました。お答えの意味は

分かります。２つのアイヌ民族、２つのアイヌ文化というのは13人の代表の議論の柱であって、

変えられないという答弁なのですが、私が分からないのはアイヌ民族は幾つの民族に分けられる
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のですか。２つだけではないはずですけれども、そこのところは。 

〇議長(福嶋尚人君) 斉藤文化振興課参事。 

〇文化振興課参事(斉藤大朋君) 議員おっしゃられるとおり、幾つかの民族に分かれる、グルー

プに分かれるということは分かっております。ただ、具体的にいつの時代のどこの地域で幾つに

というまでのお答えは、資料に限りがありまして、できないのですが、大体江戸時代くらいには

今の白老方面や、あと道南地方、函館を中心とするような方面とか日高を中心とするような地域、

釧路を中心とするような地域、旭川を中心とするような地域と複数に分かれているということが

記録の上から分かってございます。 

〇議長(福嶋尚人君) 11番、川合君。 

〇11番(川合 清君) そこでなのですが、アイヌ民族というのは一くくりの民族と呼ばれるもの

だと思っているのです、私は。そう言われてきたし、みんなもそう思っている。それを静内川を

挟んでこっちの民族とこっちの民族、２つの民族の対抗だ、これは科学的なのですか。認識とは

かけ離れている、歴史認識とは違うのでないかと思うのです。だから、幾つかのアイヌの民族の

集団に分かれていたというのは分かりますし、その集団の境目ではいざこざが起こるというのも

当たり前のことだと思っているのですが、民族が違うという、２つの民族というのは、これは科

学的に違うと思うし、その抗争が和人に向かったということについても違うのでないかと思うの

ですが、本当に２つの民族と言い切れるような状況になっているのですか。 

〇議長(福嶋尚人君) 斉藤文化振興課参事。 

〇文化振興課参事(斉藤大朋君) 正しくは、先ほども御答弁の中で申し上げましたとおりに集団

という言い方が一般的ではないかと思います。ただ、アイヌ施策懇談会の中で集団という言葉も

非常に分かりづらいというところもあったりして、実際に参加されたアイヌの人々の中からも民

族という言葉を使うというようなことで、グループとしての民族、集団としての民族といいます

か、一つのグループを表すような言葉遣いという言い方で、全く見た目も性格も何も違うような

一般的に言われる外国のほうの民族とか、日本の中の○○民族という言い方との区分ではないと

いうことを御理解いただきたいと思います。 

〇議長(福嶋尚人君) 11番、川合君。 

〇11番(川合 清君) それで、今のお答えで２つの民族というのは科学的なそういう到達点から

して言い切れないというものを言い切ってしまうということは駄目だと思うのです。間違いとは

言わないまでもやっぱり正しくない。こういう認識で、２つのアイヌ民族だとか２つのアイヌ文

化だとかというのはやっぱり後ろに押さえておくもの。２つの集団の境目だった。そこでいろん

な文化の言語でちょっとした違いがあっても一つのアイヌ民族、同じアイヌ民族だという認識に

立つと、こういう文言はやっぱり駄目だと思うのですが、どうですか。それも直らないですか。 

〇議長(福嶋尚人君) 斉藤文化振興課参事。 

〇文化振興課参事(斉藤大朋君) まず、そもそもなところなのですが、アイヌの人々自身が一つ

の民族と捉えていないというところがございます。自分たちは例えば静内川の上流に住んでいる

人々と下流に住んでいる人々とやはり違うのだということを意識されてずっと暮らしてきた地で

ありますので、そういったことも基本構想の中では書いております。なので、間違えではないと

思っておりますので、そしてまたアイヌ施策懇談会で議論されたということで、まるで懇談会に

責任を押しつけるような言い方のように聞こえられた、あるいは捉えられたのかもしれませんが、
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その中でも十分に言葉の使い方については議員のように疑問抱かれる方もいらっしゃるかもしれ

ないのですが、集団の違い、文化の違いというものをきちんと明確にしていく、それこそアイヌ

民族といっても一色ではないという、アイヌの人々の中にも多文化であるということで、こうい

ったアイヌ施策、先住民施策を展開する上で必要な一つのキーワードとなる多文化理解というも

のも地元のレベルで、小さいエリアのレベルで進めていこうというような考えも根底にございま

すことを御理解いただきたく存じます。 

〇議長(福嶋尚人君) 11番、川合君。 

〇11番(川合 清君) やっぱりちょっと引っかかる。｢アイヌ施策基本法｣でも２つ、３つ、４つ

というアイヌ民族とは捉えていないのです。アイヌ民族は１つなのです。それをあえて分けると

いうところに無理があると思う。だから、再度そういうことではもう一回議論しませんかという

ことが必要になってくるのでないか。そして、お答えにあった｢アイヌ施策基本法｣ではアイヌ民

族として、一つの民族として、先住民族として認めたけれども、これから必要な先住権をどう獲

得していくか、それが分かるような施設にしませんか、こういうことが大事だと思うのですが、

絶対変わらないですか。再度…… 

〇議長(福嶋尚人君) 同じ質問ですけれども、斉藤文化振興課参事、どうぞ。 

〇文化振興課参事(斉藤大朋君) 何度も繰り返しで恐縮ですが、絶対に変えません。先ほど申し

ましたとおりに一つのアイヌ民族という言い方に対するアイヌの人々からの疑問からこういった

静内で実際にあった歴史的、文化的な違いを施策懇談会の中で見いだしていきましたので、ここ

を無視してしまいますと当町のアイヌ施策基本構想もよその町や市のアイヌ施策基本構想もみん

な一色のアイヌ文化の基本構想になってしまいますので、やはり地域性とか特殊性とか、そうい

ったものにきちんと注意を払いながら進めていくためにつくった基本構想でございまして、議員

もよく御覧になっていただけたと思いますけれども、そのためにアイヌ施策基本構想では３ペー

ジ目の非常に早い段階で基本構想に取り組む上での５つの姿勢ということで５点示してございま

す。先ほどの先住権につきましても全く無視しているわけではございませんで、そういったこと

も注意を払って事業をやっていくということでございます。なので、基本構想、基本的なスタン

スであったりとか姿勢そのものを言葉の意味の捉え方でありますとか言葉尻のちょっとした違い

に注目して変えてしまうというようなことは全く考えてございません。 

〇議長(福嶋尚人君) 11番、川合君。 

〇11番(川合 清君) なかなか頑固ですね。この大きな構想をつくるときには、監修をつけるの

が普通。誰が科学的知見の監督に当たるか。監修をどこかに依頼して、こういう文章をつくった

と、こうはなっていないのですか。 

〇議長(福嶋尚人君) 斉藤文化振興課参事。 

〇文化振興課参事(斉藤大朋君) 特に監修者というのは、依頼してはございません。また、そも

そもの話で大変恐縮ですが、こういった文化振興に係る構想であるとか計画、あるいは文化財保

存活用に係る構想や計画の作成の一つの手法、在り方としまして、議員もこの基本構想御覧にな

ってお感じになられたと思うのですが、大変理想的なことをたくさん掲げている状況でございま

す。これを御覧になられた方の多くが絵に描いた餅だとすぐやゆされるのですけれども、どうし

てそのような理想的な文言等によって構成されるかということお話しさせていただきますと、そ

れくらいアイヌの人々を取り巻く現状が厳しいということになります。なので、できるだけ高い
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理想と目標を掲げて、現状とのギャップを少しずつ埋めていくというような作業をしていこうで

はないかと。それが将来にわたって次の世代に引き継いでいくためにそういったことを進めてい

きましょうということで定めた基本構想でございます。そのため、２つのであるとか、やっぱり

聞き慣れない言葉が出てくる。そして、これまでの大きな枠組みで考えられてきたアイヌ民族と

いうのは一つの集団なのだと、一つの民族しかないのだというような先入観であるとか思い込み

なんかも地元の人々がいろいろ勉強していく中でもう一度地元らしいものでというような考えで

まとめたものでございますので、その辺りの点につきましては、繰り返しになりますが、再度御

理解いただきたく存じます。 

〇議長(福嶋尚人君) 11番、川合君。 

〇11番(川合 清君) 時間の関係であんまり長々とやっていられませんけれども、町内のアイヌ

の人たち、あるいは町民、そういう人たちに、壇上でも言いましたけれども、いろいろ話を聞い

て、メナシとスムンクルの２つを分ける地域が物すごく大事だとは誰も言わない。みんなシャク

シャイン法要祭でオオカワマサル実行委員長の激しい収奪の嵐の中にシャクシャインが置かれ

た、その後の強制移住を次々とやられた明治の政府、そういうことが真歌の丘にあるのだとみん

な言います。ですから、シャクシャイン法要祭には全道から、あるいは世界各地から先住民族の

関係者たちが集まって法要祭をやる。そこのところが２つのアイヌ民族だとか２つのアイヌ文化

なんて言ったら出てこないのです。だから、あなたも答弁言った絵に描いた餅、理想だとかとい

いますけれども、まさにそのとおりなのです。繰り返しそういう検討を再度行うと御返事いただ

きたい。 

〇議長(福嶋尚人君) 藤沢教育部長。 

〇教育部長(藤沢克彦君) 今、私あまり詳しくはないので、正しい答えになるか分かりませんが、

そもそもアイヌの方々のアイヌ民族を先住民とすることを求める決議というのが、平成20年でし

ょうか、参議院と衆議院の中で述べられております。このときにあったのが多数のアイヌの人々

が法的にはひとしく国民でありながら差別され、貧窮を余儀なくされたという歴史的事実を我々

国民が厳粛に受け止めなければならず、アイヌの人々が北海道のみならず全国において生活して

いることを踏まえ、全国的な視点に立ってアイヌ施策を進めていく必要があるという決議がされ

ております。その中で｢アイヌ新法｣とか法律ができたものと考えております。斉藤が言っている

のは、今回の基本構想については全ての方ではないのですけれども、代表となる方々のお話の中

でこういう言葉が生まれてきて、基本構想をつくったものと思っておりますので、我々としては

非常に重たいものと思っております。その懇談会についても、私直接は携わっておりませんが、

かんかんがくがくとかなり活発な意見が行われて、やっと取りまとまったというお話も聞いてお

りますので、これについて今単純にここではい、変えますということは進言できませんので、御

理解をいただきたいと思います。 

 あと、ちょっと斉藤のほうから追加があるので、答弁させます。 

〇議長(福嶋尚人君) 斉藤文化振興課参事。 

〇文化振興課参事(斉藤大朋君) 今基本構想のお話だけで進めさせていただいておりましたけれ

ども、その後に策定しましたアクションプランの中で川合議員がおっしゃられていた地元のアイ

ヌの人たちが言っているシャクシャインの戦いに関することも、これも会議に参加されたアイヌ

の人々の中からの要望で、そういったこともきちんと取り上げる、基本構想の中で取り上げて、
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施設や空間を整備しましょうということが確認されていますので、ちなみにアクションプランの

ほうの３ページのほうをお配りしておりますので、そちらの中でちょっと確認していただきたい

なと思います。 

〇議長(福嶋尚人君) 11番、川合君。 

〇11番(川合 清君) この場で変えれ、そういう約束すれとは私は言っているつもりないのです。

改めて懇談会を開いて、検討してくださいと言っている。そういうことですので、部長の答弁の

この場で変えれと言われても変えられないというのはそのとおりだと思いますし、そしてまた斉

藤さんのほうから御答弁のあった先住権の獲得のところもアイヌミュージアムの中で取り上げる

５つの問題として言われました。それで、今も各地で世界的にローマ教皇までが先住民族に対す

る迫害を謝罪するという事態です。そういう時代で、まだ日本政府が認めていないアイヌ民族が

強く求めている先住権の獲得がきちっと伝わるようなアイヌミュージアムというところにも力を

入れていただきたいと思うのですが、ちょっと答弁いただきたいのですが。 

〇議長(福嶋尚人君) 斉藤文化振興課参事。 

〇文化振興課参事(斉藤大朋君) 先ほども部長のほうからもお話ありました、この場でどうこう

お約束できることはありませんが、先住権についても検討していくことになってございますので、

それを中心とするようなミュージアムにするかどうかはまた別な問題としまして、先住権につい

ても引き続きこういった構想や後のアクションプランの中で取り上げられるような事業展開を考

えていきたいと考えてございます。 

〇議長(福嶋尚人君) 11番、川合君。 

〇11番(川合 清君) 次の問題に移ります。 

 それで、陸上養殖をと通告して、この問題を取り上げたのですが、ここに新ひだか町漁業振興

基金条例と基金管理運用方針というのがあるのですが、いろんな事業にこの基金がなかなか使い

にくい状況になっているのでないか。というのは、陸上養殖を春立小学校の跡でやろうやといっ

てもおいそれとぱっとできるものでは絶対ないと。何年も検討し、どういう人たちの支援を受け

るか、誰がどういう運営に関わるかという問題を一つ一つ解決していかなければならないと思う。

その中の大事な原資をどこに求めるかというところが基金だと思うのです。それで、ところがこ

の漁業振興基金が勝手にうまく使えないと。町長だけの判断でぱっと取り崩して、この振興に使

うよというわけにはいかない形になっているのでないかと思っているのです。その辺りはどうお

考えですか。 

〇議長(福嶋尚人君) 新川水産林務課長。 

〇水産林務課長(新川兼一君) 今御質問のありました内容につきまして、確かに現状の条例、そ

れから運用、それらを読み解きますとそれぞれの基金の扱い方について制限があるような記載が

今も残っております。ただ、基金創設以降漁業協同組合の合併、それから市町村の合併、それら

が伴いまして、地域、地域の取組ということではなく、広域的な取組をしていかなければ、特に

水産業というのは、漁業というのは同じ一つの海の中で漁業者が生計を立てているという実態も

ございまして、それをどのような形で基金を財源として漁業振興を図っていくのかということは

これまでもいろいろ議論してきた中で、最近では赤潮等が発生して、これまでに経験したことの

ないような漁業の大変さが出てきている中で、そういった基金を活用する上で、現在赤潮対策に

つきましては国の交付金を活用しまして、各種対策に取り組んでいる段階ではございますが、赤
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潮の被害に加えて近年、壇上でも御答弁しましたように、地球環境の変化、海洋環境の変化が大

きく変わってきている中で取れる魚種が変わってきているだとか、そういったこれまでの漁業と

はまた違った振興策を考えていかなければならないといった中で今の現状、それから将来の現状

を想定した中で漁業振興基金をどのような振興策に活用していくのかというようなものはこれか

らも引き続き議論していかなければならないと考えておりますし、先ほどお話ししましたように、

今現在は国の交付金等を活用して対策に取り組める事業も半永久的に続くものとは考えてござい

ません。その中で例えば赤潮対策が長期にわたる場合にはこういった基金を財源にして、何か対

策に取り組んでいかなければならないという話も出ておりますので、そのような状況になりまし

たら基金の活用については改めて協議、検討していきたいと考えておりますので、御理解いただ

きたいと思います。 

〇議長(福嶋尚人君) 11番、川合君。 

〇11番(川合 清君) これは、水産林務課で答えることではないと思っているのですが、基金条

例ではこの条例の施行に関しては必要な事項は規則で定めるとなっているのです。その規則の中

に第２条の運用に関する協議等というのがあるのです。基金の運用に当たっては、元金及び利息

をもって第３条に定める漁業振興事業、以下事業に充てるものとし、毎会計年度前にひだか漁業

協同組合との協議により事業を決定すると。町独自でできないということなのです。しかも、基

金の運用地区というのがその後出てくるのです。基金の運用地区は、次によるものとする。旧静

内町漁業振興基金は、新ひだか町静内地区において運用する。旧三石町漁業振興基金は新ひだか

町三石地区において運用する。ということは、基金の大部分を占めると思う旧静内町漁業振興基

金、これはひだか漁業協同組合とも相談の上に進めなければならないと。ひだか漁業協同組合に

いろいろこういうことやりたいのだけれども、静内地区にこういう事業やりたいのだけれども、

静内のことまで   何で持ってくるのだと、うるさいだろうとなるのでないかというおそれが

あって、おいそれと使えない。静内地区のひだか漁業協同組合関係者を組織して、そこと協議し

て、ひだか漁業協同組合と協議してもらわなければならないような、言ってみれば、壇上で言い

ましたけれども、非常に町長の裁量が働きにくい、町長の施策に生かしにくい基金になっている

のでないかと。まず、そこを変えなかったら先に進まないという認識を持っているのですが、い

かがですか。 

〇議長(福嶋尚人君) 新川水産林務課長。 

〇水産林務課長(新川兼一君) 漁業資金の振興基金の運用につきましては、方針の第２条に書い

てありますとおり、毎会計年度前に漁業協同組合と協議しなければならないということに基づき

まして、我々予算編成に当たりまして漁業協同組合と例年９月頃ですか、ヒアリングを行いまし

て、漁業協同組合からの事業要望、それから町の施策、そういったものを意見を合わせるために

ヒアリングを実施してございます。その中でこういった事業の推進のために基金を含めた各種財

源を議論してもおりますし、今川合議員御質問あったとおり、形式的には使いづらいような取決

めになっているようには感じておりますが、私担当としましては漁業協同組合の意見を聞かなけ

れば使えないというふうな認識とはまたちょっと違いまして、やはり同じ漁業振興を図っていく

立場同士、同じ方向を向いていなければいけないと思っております。我々が取り組む施策に対し

て例えばこの基金を充てることに関して漁業協同組合も当然理解して、なおかつ協力体制が整っ

て、一方で漁業協同組合がやることに関しても我々がそれに賛同して、補助事業等を活用して実
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施すると。それが地域の漁業振興につながっていくという同じ方向に向かった上でこういった基

金を使う、使わないという議論になっていくと考えておりますので、まずはどちらかの了解がな

ければ使えないということは確かにあるのかもしれないですけれども、そこら辺は同じ振興を図

っていく組織同士議論を深めて、有効的に活用していく取組を模索、検討していくというのがこ

れからも行っていかなければならないことだと考えております。 

〇議長(福嶋尚人君) 11番、川合君。 

〇11番(川合 清君) ちょっと安心できる答弁だと思うのですが、これは高見ダムの水温低下の

補償を原資にして、静内町の場合は静内町漁業振興基金というのをつくったと。漁業協同組合を

通じて補償するというものを漁業協同組合に行ったら税金でほとんど持っていかれるよと。では、

町の基金として、町のものとして、町に寄附して町で基金を設定してもらおうと。だったら、と

んでもない課税は防げるということでつくったと。40年以上も、もっと前ですか。50年もたつの

ですかな。一時は漁業協同組合のものだ、町のものだという議論もあったのですけれども、町が

主導してこの基金の運用の規則にも触れながら新たな事業に投入するということは可能だと思う

というような答弁で、ちょっとは安心しているのです。それで、そういうことで、では現金で積

んでおいて、ぽちょろぽちょろという利息をこっちに、こっちにと振り分けて使うというのは、

やっぱり漁業の振興に役立つ効果が非常に薄いと。やっぱり新たな事業展開をやろうとする、そ

ういう人たちを組織しなければ始まらない。町がやるぞ、やるぞと言ってもそれを受ける熱心な

団体みたいなものが必要になってくると思っている。それで、課長の答弁で今は漁民の中でそう

いう要望はありませんということだったのですが、私は一つの例として春立小学校を利用して陸

上養殖をと述べただけであって、本当に漁民がこの何億円という…… 

〇議長(福嶋尚人君) 川合君、質問を簡略にしてください。 

〇11番(川合 清君) ４億円も５億円もある基金をどう生かして漁業振興を図るかという話しか

けを私は漁民に向かって今しなければならない、積んでおくだけでいいのかという時代ではない

ということをぜひ強く訴えていただきたいと思うのですが、町長、どう考えますか。 

〇議長(福嶋尚人君) 水谷産業建設部長。 

〇産業建設部長(水谷 貢君) 漁業振興基金の関係なのですけれども、私も担当課長も務めたと

ころもありまして、そういったところ漁業協同組合のほうとの毎回打合せのたびに基金の関係は

打合せをしております。そういったはっきりとした運用というところは今現在ないのですけれど

も、先ほど新川課長のほうからも御説明しておりますが、赤潮被害だとか、そういった今海洋環

境も変わって、資源のほうも大きく変わってきているというような状況も踏まえて、今後改めて

またそういった漁業振興に関わる部分も各漁業協同組合等とも、漁業協同組合さんのほうについ

ては漁業者から意見等を聞きながら今後の漁業振興に向かって必要な事業について協議しながら

進めていきたいと思っています。 

〇議長(福嶋尚人君) 11番、川合君。 

〇11番(川合 清君) ぜひその努力を強めてもらいたいのですが、本当に海の中は分からないで

す。畑だったら見えるのだけれども、海の中は見えないし、今環境が変わって、赤潮でタコが減

ったから、えりものオオズワイガニがばあっと取れるとかみたいな話になるのですけれども、そ

ういうところで今赤潮被害から守るためにも、もう発生しないとは限らないというおそれもあり

ますので、やっぱり一つの対策として陸上養殖、その際に運転を、経費を下げるためには太陽光
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発電だとか風力発電も併せて設置するだとか、そういう夢のある話を漁民の皆さんとしていただ

きたい。これは大変な仕事だと思うのですけれども、そういう努力をぜひしていただきたいので

すが、覚悟のほど御答弁お願いします。 

〇議長(福嶋尚人君) 水谷産業建設部長。 

〇産業建設部長(水谷 貢君) 今川合議員から貴重な御意見いただきました。我々も陸上養殖が

いいのかどうかというのもちょっと含めながら、今後も漁業協同組合も通じて漁業者の意見など

踏まえながら、町としても漁業振興につながるものについて私たち行政としても支援していくと

いうようなところで必要に応じて事業のほうも検討していきたいと考えております。 

〇議長(福嶋尚人君) 11番、川合君。 

〇11番(川合 清君) ぜひ漁業振興に資金を活用して、その努力を続けていただきたい。ただ、

稚魚や稚貝をたくさん放流すればいいというわけでないことも理解していますので、それは関係

者と深く話し合う以外にないのでないかと思っていますので、次に行きます。 

 北大短角の問題ですけれども、やっぱりまだ評判ちらちらと聞くと硬いとか、そういう感想を

漏らす人がいるのですけれども、ただ次の人類が生存するために必要な牛だと。草で大きく育っ

て、そしてササや何かもやって、ひづめで耕地が増えるという、そういうものにも役立つとなっ

ているのですが、この数を増やさなかったら、北大に増やせといっても向こうは研究機関だから、

そんな何百頭も何千頭もというわけにはいかないと思う。それを地元で専門の指導を常に受けな

がら増やしていかなければならないという仕事があると思うのですが、そこに町長はどういう関

わり合いを持てるのか、持とうとしているのか、その辺りはどうですか。 

〇議長(福嶋尚人君) 水谷産業建設部長。 

〇産業建設部長(水谷 貢君) 牛、畜産関係というところで私のほうからお答えいたしますけれ

ども、既にうちのほう、三石地区についてはみついし和牛ブランドというものと静内地区におい

てもその他の和牛ブランドの生産を今進めているところです。今新たなブランドを増やすという

ところについては、しずない農業協同組合もそうですし、みついし農業協同組合さんにおいても

ここ最近の話合いの中でもこれ以上のブランドを増やすことがいかがかというような議論も出て

おります。ただ、この先北大さんのほうでしている短角牛のほうも全く取り入れないということ

で今ないのですけれども、今は既存のみついし和牛ブランドだとか、あと静内のほうの、名称は

ちょっと控えますけれども、おのおのでやっている和牛ブランド、そういったところに今力を入

れて進めているというところで、今後そういった短角牛の関係もいろいろこれからどうなるかと

いうのもあるのですけれども、まだ今試験的なものだというところも踏まえて、今は既存のブラ

ンドについて力を入れてしていきたいというところです。 

〇議長(福嶋尚人君) 11番、川合君。 

〇11番(川合 清君) 私もみついし和牛と、これと競合しないかというのは常に思っているので

すが、それでお聞きしたいのは私は短角牛といったら思い出すのはえりも短角なのです。えりも

短角は漁民が副業として山にただ放牧しておいただけで、本当に手間かからない牛だということ

で一定の生産がされた牛だと思うのですが、北大短角がえりも短角と同じように大変丈夫な牛な

のかどうかというのが心配なのですが、その情報は得ていますか。得ていたら教えていただきた

いのですが。 

〇議長(福嶋尚人君) 水谷産業建設部長。 
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〇産業建設部長(水谷 貢君) 今川合議員言われているそういったところについては、ちょっと

まだ情報は得ておりません。ただ、飼料だとか、そういったコスト的な部分だとか、そういった

メリットもあるようなお話は聞いておりますが、今既存のブランドのほうも改めて、今飼料の物

価高等もございまして、いろいろ今与えている飼料のほうもちょっと見直しをかけるようなとこ

ろも試してやっているようなところもありますので、既存のブランドのほうについてもそういっ

た力を入れているという、飼料の見直し等も試験的に行ってやっております。ただ、短角牛のほ

うについてちょっと情報が、はっきりとした情報は得ておりません。 

〇議長(福嶋尚人君) 11番、川合君。 

〇11番(川合 清君) それで、本当に大変丈夫な、そしてササも食べて、耕地も広げてくれるよ

うな、言われているような牛であれば我が町の共同牧野、閉鎖していたところもあるわけですか

ら、そういうところに一定の牛舎を建てて、放牧させておくと。ヒグマ対策に金かかるとなるの

かもしれませんけれども、そういうことも考えられると思うので、ぜひそれらの情報、ただそう

いう北大短角牛を増やさなければならないというのもこれは事実だと思うので、それらの情報収

集にぜひ努力していただきたいと思うのですが、いかがですか。 

〇議長(福嶋尚人君) 水谷産業建設部長。 

〇産業建設部長(水谷 貢君) 短角牛のほうの情報も収集も進めますが、まずは今町内で既に進

めている和牛ブランドのほうについて力を入れて、これからも推進していきたいという考え方で

あります。ただ、短角牛のことを無視しているということではなくて、今後も情報収集しながら、

まずは今あるブランドを進めていきたいというところです。 

〇議長(福嶋尚人君) 11番、川合君。 

〇11番(川合 清君) ちょっと笑ってしまうのですけれども、最後の問題に移ります。 

 産学官の連携という問題ですが、一般に産学官連携と言われて、官が幅利かせて出ていくとろ

くなことが起こらないというのもあると思うのです。一時はやった第三セクターなんていうのは

華々しくやられましたけれども、全部最後は町の責任を押しつけられて、後始末だけ押しつけら

れて、解散しているというのが実態でないかと思って、とにかく熱心に考えて事業を展開すると

ころ、そこと熱心に先を読みながら研究しているところの力合わせが必要だと。それを町が本当

に陰で支えると、こういう時代かと思っているのですが、町が前面に出ないで陰に徹するという

注意をしながらの連携を促進すると、こういう難しい仕事をしなければならないと思いますが、

そういう覚悟で町政執行を進めていただきたいと思うのですが、どうですか。 

〇議長(福嶋尚人君) 柴田総務部長。 

〇総務部長(柴田 隆君) ただいまの御質問、姿勢というか、考え方としては当然官以外の事業

者同士でもいいですし、産業とか教育機関でもいいでしょうけれども、今後の将来に向けて何か

を取り組みたいといううねりがあって、そこに行政の支えが必要な場面があれば、それは我々も

全力を挙げて応援していきたいと思いますし、そこは現状でも妨げるような動きはしていないつ

もりではおりますので、御理解いただければと思います。 

〇議長(福嶋尚人君) 11番、川合君。 

〇11番(川合 清君) 終わります。 

〇議長(福嶋尚人君) 暫時休憩いたします。10分程度休憩します。 

休憩 午後 ３時０９分 
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再開 午後 ３時２０分 

〇議長(福嶋尚人君) 休憩前に引き続き一般質問を継続いたします。 

 10番、木内君。 

〔10番 木内達夫君登壇〕 

〇10番(木内達夫君) それでは、通告に従いまして、壇上より２点について一般質問をさせてい

ただきます。 

 大きな１点目の｢日高自動車道の建設促進について｣であります。日高自動車道は物流の効率化、

移動時間の短縮、救急医療体制の構築を目的に昭和63年度に事業化され、苫小牧市を起点として

厚真町、むかわ町、日高町、新冠町、そして新ひだか町を経由し、浦河町へ至る延長約120キロメ

ートルの一般国道の自動車専用道路でございます。平成30年４月21日には日高門別インターチェ

ンジ、日高厚賀インターチェンジ間の14.2キロメートルが開通し、苫小牧市から59.9キロメート

ルが供用開始されております。現在は厚賀静内道路、約16.2キロメートルの開通に向けた工事が

進められているとともに、静内三石道路、約22キロメートルのうち静内東静内間が令和４年３月

に事業化され、各種調査等が進められているものと認識しております。この事業は町が事業主体

ではございませんが、町長の執行方針でも（仮称）静内インターチェンジの供用開始に伴い周辺

の環境に配慮しながら適切な対策や整備を推進すると述べておりますし、日高自動車道につきま

しては町民の期待や関心が非常に高い事業でもございますので、何点か質問させていただきます。 

 １点目に、厚賀静内道路のうち厚賀新冠間9.1キロメートルの進捗状況と新冠静内間7.1キロメ

ートルの橋梁、あるいはトンネルなどの事業概要、その取組状況はどのようになっているのか。 

 ２点目に、静内三石道路のうち静内東静内間８キロメートルの事業概要と取組状況はどのよう

になっているのか。 

 ３点目に、（仮称）静内インターチェンジ供用開始に伴う国道、道道交差点の町道整備や町とし

ての対策などはどのようになっているのかを伺いたいと思います。 

 次に、大きな２点目の｢町の将来を担う人材づくりについて｣であります。町の将来を担う人材

づくりにつきましては、昨年６月の町長の所信表明で２期目における重点政策として掲げられて

おりますし、令和５年度執行方針でも馬を通したふるさと教育の取組や新たな馬のイベント、グ

ローバル社会に対応した人材の育成、推進など町の将来を担う人材づくりの推進を掲げており、

私もまちづくりは人づくりと言われているように、まちづくりを進めるためにはその役割を担う

人材づくりが最重要課題であると認識しております。 

 そこで、町の将来を担う人材づくりの取組について何点か質問させていただきます。 

 １点目に、姉妹都市交流事業の目的と具体的な取組はどのようになるのか。 

 ２点目に、新たな馬のイベントである馬産地活性化イベントの具体的な取組はどのようになる

のか。 

 ３点目に、ライディングヒルズ静内の過去２年間の利用状況はどのようになっているのかを伺

いたいと思います。 

 以上、２項目６点について壇上から質問いたしますので、御答弁をよろしくお願いいたします。 

〇議長(福嶋尚人君) 野垣建設企画課長。 

〔建設課長 野垣尚久君登壇〕 
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〇建設課長(野垣尚久君) 木内議員からの御質問の大きな項目の１点目、｢日高自動車道の建設促

進について｣御答弁申し上げます。 

 最初に、１点目の厚賀静内道路のうち厚賀新冠間の進捗状況と新冠静内間の橋梁やトンネルな

どの事業概要と取組状況についてでありますが、日高自動車道の整備事業は国土交通省、北海道

開発局により進められており、昭和63年度に事業着手し、平成10年に苫小牧東厚真間が供用開始

となり、その後順次整備され、平成30年に日高門別厚賀間が開通し、その先の新冠町、新ひだか

町の区間についても早期開通に向けて順次整備が進められているところでございます。以下、答

弁の内容につきましては北海道開発局室蘭開発建設部より情報提供いただいたものになります

が、厚賀静内道路については全体事業費が約873億円で、事業着手は平成７年度、事業進捗率は約

66％であり、令和５年度の当初事業費は65億4,000万円、事業内容は日高厚賀インターチェンジか

ら新冠町のインターチェンジまで延長9.1キロメートルの測量設計、用地補償のほか、改良舗装工

事、橋梁、大狩部トンネルの設備工事など実施予定とのことでございます。新冠から静内のイン

ターチェンジ間7.1キロメートルの整備については、平成30年８月に整備地区近隣の土地所有者な

どを対象に道路事業説明会が新ひだか町公民館で開催され、その後事業箇所の測量、地質調査、

設計、用地買収なども進めており、令和４年度には静内清水丘地区で２級河川シンヌツ川に架か

る橋梁の下部工、橋台の工事に着手しております。令和５年度においても引き続き測量設計、用

地買収のほか改良工事、シンヌツ川に架かる橋梁の下部工事を予定しているとのことですが、新

冠静内間のトンネル工事の着手時期については現在決まっていない状況とのことでございます。 

 次に、２点目の静内三石道路の静内東静内間の事業概要と取組状況についてでありますが、静

内三石間のうち静内東静内間の約８キロメートルについては、令和４年度に新規事業箇所として

採択され、令和４年６月14日に整備地区近隣の土地所有者を対象とした道路計画説明会が新ひだ

か町公民館で開催されております。当該区間の全体事業費は約520億円で、事業着手は令和４年度

で地質調査、測量調査などを実施し、事業進捗率は約１％、令和５年度当初予算は３億5,000万円

で、令和５年度の事業内容は引き続き測量設計を実施する予定とのことでございます。 

 最後に、３点目、（仮称）静内インターチェンジ供用開始に伴う国道、道道交差点の町道整備や

町としての対策などはどのようになるのかについてでありますが、事業主体であります室蘭開発

建設部は日高自動車道の厚賀静内道路間の交通量を上下線合わせて１日約１万台になるものと計

画しており、道道平取静内線に接続する静内地区のインターチェンジの供用開始により道道にお

いても上下線合わせた交通量が１日約6,000台増加するものと想定されております。このことか

ら、静内市街地内を走行する自動車交通量の推計を行い、この結果に基づき国、北海道、町の各

道路管理者が連携し、役割分担しながら交通安全対策を進めているところでございます。主な対

策として、北海道が事業主体となるものにつきましては道道平取静内線の国道交差点、静内高校

前交差点、消防署前交差点において右折レーンなどの付加車線を整備する改修計画としておりま

すが、静内高校前交差点については道路線形の変更を計画しておりますことから、この変更によ

り用途地域などの都市計画変更が伴うため、現在北海道の担当部署と協議を進めており、協議が

調い次第事業認可を取得し、事業を開始する計画となっております。また、町が事業主体となり

計画しているものといたしましては、令和４年度から社会資本整備総合交付金を活用し、町道山

手通線の国道交差点において右折レーンの整備を実施しております。また、町道山手通線におい

て町道柏通線と町道原条通線の各交差点で生じている道路センターのずれの解消や交通量が増加



 － 46 － 

することが予想される青柳通りや緑高砂通り、御幸通りなどの都市計画道路を中心として損傷が

多い舗装の修繕、さらにインターチェンジと静内市街地西側の商業施設とのアクセスにより交通

量の増加が予想される道道平取静内線と町道中野新道線を結ぶ町道第二原条山線の道路改良事業

を計画しております。国道につきましては、インターチェンジに向かう交通が道道平取静内線に

集まるよう誘導するため、案内標識を充実させる交通誘導対策を計画しているものでございます。

静内地区のインターチェンジの供用開始時期は現在公表されておりませんが、これまでの実績か

ら供用開始時期を推測しながら各関係機関と協議を行い、インターチェンジの供用開始に併せて

交通安全対策事業を進め、静内市街地内の交通量増加に伴う交差点の渋滞対策や歩行者の安全対

策及び交通事故防止対策を図ってまいりますので、御理解をお願いいたします。 

〇議長(福嶋尚人君) 樋爪企画課長。 

〔企画課長 樋爪 旬君登壇〕 

〇企画課長(樋爪 旬君) 私からは、木内議員からの大きな２点目、町の将来を担う人材づくり

の１つ目、｢姉妹都市交流事業の目的と具体的な取組はどのようになるのか｣について御答弁申し

上げます。 

 姉妹都市交流事業につきましては、国内外の姉妹都市等との交流事業の推進により相互理解と

友好親善に努めながら特色あるまちづくり、地域づくりに取り組む心豊かな人づくりを目的とし

て実施しております。現在１対１の友好関係を築く姉妹都市は４都市あり、国内では兵庫県の洲

本市と南あわじ市、徳島県の美馬市、国外ではアメリカ合衆国ケンタッキー州のレキシントン市

と提携しているほか、岩手県葛巻町、新潟県糸魚川市、福井県大野市、兵庫県南あわじ市と新ひ

だか町の５市町で相互の友好関係を築くことを目的とした友好都市の提携を結んでおります。中

でも姉妹都市レキシントン市との交流は盛んで、世界を代表する馬産地のレキシントン市と同じ

く、日本を代表する馬産地である旧静内町と産業的なつながりが深く、軽種馬関係者をはじめ多

くの町民と交流が行われていたことから、町民の中で姉妹都市提携への機運が高まり、町民800名

の署名を添えた姉妹都市提携に係る要望書が町に提出されたことをきっかけに姉妹都市提携への

協議が本格化し、昭和63年、1988年に提携の運びとなり、以後子どもたちを中心に毎年のように

相互に派遣や受入れをしているところで、今年で35周年を迎えます。姉妹都市交流事業について

は、町から新ひだか町姉妹都市交流委員会に交付金を交付し、姉妹都市や友好都市への派遣事業、

受入れ事業を実施しておりまして、派遣事業については広い視野と国際感覚を修得することを目

的に特に内容は限定せず、広く見聞するなど自由体験を原則とし、受入れ事業については姉妹都

市等と調整しながら実施しているところです。 

 令和５年度の主な取組としては、国内都市とはスポーツ少年団等との交流事業を予定しており、

レキシントン市とはまず６月にケンタッキー大学からインターンシップ制の受入れ、７月にケン

タッキー大学語学学校への短期語学留学、来年３月にはレキシントン市への町内中高生訪問団の

派遣を予定しております。具体的な取組内容としましては、スポーツ少年団の交流では岩手県葛

巻町と当町のサッカー少年団が双方で開催されるサッカー大会に参加し、交流を図るもので、７

月は当町で、８月は葛巻町で交流する予定です。レキシントン市との交流として、ケンタッキー

大学からのインターンシップ生の受入れでは学生２名が来町し、町内でホームステイしながら４

週間にわたり静内高校で英語の授業をサポートするもので、日本での生活や就業体験を通じて日

本文化への理解を深めてもらうことを町民にもインターンシップ生との交流を通してアメリカ文
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化への理解を深めてもらうことを目的として実施しております。この事業は令和元年度の実施以

降コロナ禍により実施できませんでしたが、今年度から再開し、学生２名は先週の土曜日、６月

17日に来町し、今週から静内高校に通勤しています。 

 次に、ケンタッキー大学語学学校への短期語学留学については、町内の高校に通う生徒に語学

留学機会を提供することにより英語力の向上や国際的な視野、感覚などを身につけ、グローバル

社会で活躍できる人材を育成することを目的として実施する事業でございまして、静内高校と静

内農業高校の生徒各１名、引率の教諭と共に夏休み期間の７月下旬から約４週間の日程で短期留

学します。本事業については、令和２年度から実施する予定でしたが、コロナ禍により事業を中

止しており、今回が初めての事業実施となります。 

 次に、レキシントン市への友好親善訪問団、中高生の派遣事業については、町在住の中高生が

レキシントン市でホームステイしながら学校体験等を通じて交流を深めるもので、平成31年３月

に派遣して以降コロナ禍により派遣できませんでしたが、令和６年３月から再開する予定でござ

います。なお、レキシントン市から当町への友好親善訪問団の受入れについては、来年の夏頃に

再開する予定です。このほかレキシントン市とは派遣受入れ事業以外に写真交換プログラムを実

施しておりまして、コロナ禍による渡航制限等の影響を受け、人の往来を伴う交流は全て中止し

ておりましたので、４年ぶりとなる交流事業の再開に先立ちお互いの町を知ろうということで、

互いの町民、市民がそれぞれの町並みや風景を撮影した写真を交換し、現在町内では静内庁舎１

階のロビーに展示しておりますので、ぜひ御覧いただければ幸いです。 

 ４年ぶりに事業を再開するに当たり、世界的な情勢不安、物価高騰、燃油高騰などがあり、各

プログラムを再構築する必要がありましたが、関係する方々と協議し、御協力、御支援いただき

ながら再開まで進めることができました。グローバル化が急速に進み、また紛争が絶えない現代

社会においては、国際感覚や共生の意識を持った人材の育成がますます重要でありますので、引

き続き交流事業に参加してもらい、経験を積む機会が提供できるよう努めてまいります。 

〇議長(福嶋尚人君) 中村まちづくり推進課長。 

〔まちづくり推進課長 中村英貴君登壇〕 

〇まちづくり推進課長(中村英貴君) 私からは、木内議員御質問の大きな質問の２点目、｢町の将

来を担う人材づくりについて｣の２点目、｢新たなイベントである馬産地活性化イベントの具体的

な取組はどのようになるのか｣について御答弁を申し上げます。 

 当町の基幹産業である軽種馬産業は、関係者が生産技術、育成技術の高度化に取り組んできた

結果、近年では市場取引も盛況であり、また競馬売上げもインターネット販売の普及などから好

調に推移しております。一方で、馬産地では人手不足、担い手不足といった深刻な問題を抱えて

おり、将来を担う人づくりへの取組が急がれています。町並びに町教育委員会では、これまで馬

産地の人づくりとしてうまキッズ探検隊をはじめ、小中学校や農業高校と連携をし、馬事文化普

及に向けた体験プログラムなど馬を通したふるさと教育の取組を進めてまいりました。このよう

な中、令和５年は大正12年に｢旧競馬法｣が施行されてから100周年という節目を迎え、また新型コ

ロナウイルス感染症が第５類感染症に移行し、徐々に新型コロナウイルス感染症前の生活を取り

戻しつつあるこのタイミングにおいて、新型コロナウイルス感染症により疲弊した地域の活性化

はもとより、地域の産業、文化、ふるさとの魅力を学び、馬産地の魅力を町内外にＰＲするとと

もに、馬産地を担う人材育成を図ることを目的として、日本一の馬産地である当町の特色を生か
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したここでしか体験することのできない馬との深い関わりを体験できるイベントを試行的に開催

したいと考えております。具体的な内容ですが、イベントの名称は馬カルフェスイン新ひだかで

あります。カルはカルチャーの略であり、馬文化に触れ、親しみを持ってもらいたいという趣旨

でつけたものでございます。開催日は令和５年10月28日土曜日、会場は日高軽種馬農業協同組合

北海道市場を予定しております。イベントの内容としましては、体験乗馬、馬車、馬の重量当て

クイズ、イラストレーターによる馬のお絵描き教室、馬との触れ合いと撮影会、流鏑馬、子ども

の模擬せり、チャリティーオークション、元調教師や引退馬の支援者によるトークショーのほか、

ふわふわドームや露店、グッズ販売ブースなどまさに馬づくしの内容とする予定です。企画運営

に当たりましては、馬に精通する町内の事業所に委託し、準備を進めておりますが、関係機関、

団体等の御協力を得ながら町内外の多くの方々、子どもから大人まで幅広く楽しめる内容にした

いと考えております。 

〇議長(福嶋尚人君) 山口ライディングヒルズ静内施設長。 

〔ライディングヒルズ静内施設長 山口理絵君登壇〕 

〇ライディングヒルズ静内施設長(山口理絵君) 私からは、木内議員御質問の大きな２点目、｢町

の将来を担う人材づくりについて｣の３点目、｢ライディングヒルズ静内の過去２年間の利用状況

はどのようになっているのか｣について御答弁を申し上げます。 

 ライディングヒルズ静内は、町民が馬との触れ合いを通して心身の健全な発達を促し、明るく

豊かな町民生活の向上を図ることを目的に、平成13年10月１日に教育施設として設置をされてお

ります。教育委員会では将来を担う子どもたちに町の担い手としての力と地域の発展に貢献しよ

うとする意欲や態度などの育成を目指すため、ふるさとへの愛着と誇りを育むふるさと教育を推

進しておりますが、ライディングヒルズ静内もその一環として本町の特色であります馬を通した

ふるさと教育を推進し、体験乗馬や馬のお世話体験、馬の特徴や馬産業の教育などのプログラム

を紹介する学校教育活動等利用ガイドを作成して、馬に関する知識を得る機会の充実を図るため、

町内全ての小中学校にライディングヒルズ静内を活用していただけるよう工夫を図っているとこ

ろでございます。 

 そこで、御質問の過去２年間の利用状況でございますが、令和３年度は新型コロナウイルス感

染症感染防止対策のため休館した日があり、開場日数は通常より60日少なく、246日の開場となり

ましたが、年間5,092人の利用がございました。利用目的でございますが、ライディングヒルズ静

内が主催する乗馬普及事業が76回、483人、学校教育事業が14回、150人、幼児対象事業、８回、

163人、障がい者乗馬支援事業、59回、286人、乗馬スポーツ少年団などの団体活動奨励事業が104回、

1,033人、関係機関との連携事業が６回、43人、体験乗馬などの一般利用が2,380人、施設見学が

554人となっております。 

 次に、令和４年度でございますが、開場日数306日間で、9,376人の利用がございました。利用

目的は乗馬普及事業が165回、1,456人、学校教育事業、46回、1,064人、幼児対象事業、14回、373人、

障がい者乗馬支援事業、126回、428人、団体活動奨励事業が136回、828人、関係機関との連携事

業が13回、87人、体験乗馬などの一般利用が3,196人、施設見学は1,944人となっております。ふ

るさと教育の推進によりまして令和４年度は学校教育事業による町内小中学生の利用が前年と比

較して820人の増となり、町内小中学生の約70％がライディングヒルズ静内において馬に触れる体

験をしております。 
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 また、新規の主催事業として、幼児期から馬と触れ合うことで馬に興味を持ってもらうことを

目的に遊ぼうわくわくライディングというネーミングで７月と９月の２回事業を実施いたしまし

た。就学前の子どもを対象にポニー乗馬を体験してもらうほか、ポニー馬車の運行や餌やり体験、

馬クイズなどのプログラムを用意した馬産地ならではの馬と触れ合える事業でございましたが、

２回の開催で合計364人という多くの御来場をいただき、体験をしていただいたところでございま

す。この事業の効果として、ニンジンの餌やりを楽しみに訪れる方や家族連れの来場者が増加し

ており、お休みの日などには絵を描いたり、写真を撮ったりと長時間滞在される御家族も増えて

まいりました。今後においても新ひだか町に育つ子どもたちが馬を身近に感じ、いつでも馬と触

れ合え、遊びながら町の産業を知り、体験できる教育機会の充実に努めてまいりたいと考えてお

ります。 

 以上、御答弁とさせていただきます。 

〇議長(福嶋尚人君) 10番、木内君。 

〇10番(木内達夫君) 詳しい、そしてまた丁寧な答弁をいただきました。私の質問に対して非常

に分かりやすく答弁いただきました。ありがとうございます。 

 それで、再質問をしたいと思いますが、１点目の｢日高自動車道の建設促進について｣伺いたい

のですが、（仮称）新冠インターチェンジ、それからこれから工事がいろいろ事業進められますが、

静内インターチェンジの供用開始時期、これが分かればお知らせいただきたいと思います。 

〇議長(福嶋尚人君) 樋爪企画課長。 

〇企画課長(樋爪 旬君) 高規格道路の全体的な窓口が企画課となっておりますので、私のほう

から答弁させていただきますが、新冠については令和７年度開通ということで、静内のインター

チェンジについては、先ほど壇上からも建設課長が答弁させていただいたとおり、まだ決まって

いない、未定とのことです。 

〇議長(福嶋尚人君) 10番、木内君。 

〇10番(木内達夫君) それで、確認です。 

 令和７年度ということは令和８年３月31日までということで理解していいのかというのと、静

内インターチェンジ、新冠静内間の7.1キロですか、これが事業費873億円でした。この期間の事

業費が出ているということは、ある程度計画期間というのか、それは出ているのでないかなと私

思うのですが、今後５年になるのか10年になるのか、その辺の見通しというのは全然分からない

のでしょうか。この点お願いしたいと思いますが。 

〇議長(福嶋尚人君) 樋爪企画課長。 

〇企画課長(樋爪 旬君) 令和８年３月31までになるのかということなのですけれども、北海道

開発局のほうからは令和７年度ということで確認しております。 

 また、静内のインターチェンジなのですけれども、確かに事業費は出ているのですけれども、

まだまだこれからということで、はっきりしたことはお答えできませんということでございます。 

〇議長(福嶋尚人君) 10番、木内君。 

〇10番(木内達夫君) もう一点、新冠インターチェンジなのですけれども、かなり工事が進めら

れてきて、町民の関心もどう出入りされるのか、国道にアクセスされるということは間違いない

と思うのですが、こちらからいきますと新冠の橋渡って、ずっと右側にカーブいって、信号あり

ますよね。信号のところは新冠の奥のサラブレッド銀座ですか、そういうところに行くのですが、
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それから苫小牧辺に向かって、ぐっと上っていって、下って、ボックスカルバートありますよね。

その間のどこかに着くのかなと、出入りするのかなと私自身が想像しているのですが、その辺は

まだ分からないのでしょうか。分かればお願いしたいと思いますが。 

〇議長(福嶋尚人君) 樋爪企画課長。 

〇企画課長(樋爪 旬君) 国道の235号線、国道と、それから正式には道道滑若新冠停車場線、通

称サラブレッド銀座、ここのところに交差点ができるというところで、今あるサラブレッド銀座

の交差点のところはＴの字になっているというのが、これが十字路になるということで、国道が

走っていて、そこをまたぐようにサラブレッド銀座から真っすぐ進むと高規格道路の乗り降りと

いうような形になるということでございます。 

〇議長(福嶋尚人君) 10番、木内君。 

〇10番(木内達夫君) 今の話ですと、今ある信号のところが丁字路ですよね。ちょっと変則なの

ですけれども、それが十字路になって、出入りともそこに、そこから出入りすると、こういうこ

とで理解してよろしいですか。 

〇議長(福嶋尚人君) 樋爪企画課長。 

〇企画課長(樋爪 旬君) はい、そのように確認しております。 

〇議長(福嶋尚人君) 10番、木内君。 

〇10番(木内達夫君) 次行きます。 

 それで、この日高自動車道の工事の施工方法については、道路部分というのは基本的には盛土

方式と私理解しているのです。今まで開通しているところ見ますと盛土ですよね。その間に橋が

あったり、ボックスカルバートですか、そういうものあるのですが、そうなりますと我が町に、

市街地に入ってくるときに新冠からトンネルで来まして、規模はちょっと分かりませんが、当然

盛土になってくるということになりますと、道道ですとか中野新道ですとか、そういうところは

ボックスカルバートなのでしょうけれども、盛土方式となると市街地が分断されて、見通しが悪

くなると、こう思うのですけれども、その辺の確認をしたいのと盛土についてどの程度の高さに

なるのかと、こういうところは分かりますか。分かれば、お願いしたいと思いますが。 

〇議長(福嶋尚人君) 野垣建設課長。 

〇建設課長(野垣尚久君) 木内議員自身おっしゃられるとおり、道路、それから河川の交差点の

区間を、交差する部分を除いて、それ以外については盛土構造で設計されております。新冠町と

新ひだか町間のトンネルの坑口付近の町道中野泊津線から盛土になりまして、道道平取静内線ま

では約９メートル程度の高さになる見込みと伺っております。この区間の道路としては、町道中

野泊津線のほかに花園神森線、中野新道線がありまして、道道平取静内線を含めまして箱型の管

渠工、または橋梁工が計画されております。道道平取静内線から静内川右岸の町道静内堤防線ま

での盛土高につきましては、現在調査設計中ということでありますけれども、交差道路としては

町道静内堤防線のほかに町道旭神森線がありまして、今後協議があるものと考えておりますが、

最低でも５メートル以上の盛土になるものと想定されます。一般的な道路計画としては、トンネ

ルなどの掘削土の切土量と、それから盛土量の収支バランスを考えながら、経済的な工法、それ

から周辺の環境に配慮しながら道路計画されてきていると思います。町としては、道路の通行、

あるいは河川の流下能力、それから雨水対策などに支障のないように計画することを要望してお

りまして、これらが計画に反映されてきていると思っています。見通しが悪くなるという状況は
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あるのですけれども、議員が言われていたとおり、経済の活性化、あるいは交通の利便性、それ

から緊急車両等の対応などに伴って、町のメリットのほうが上回ってくるのではないかと考えて

おります。 

〇議長(福嶋尚人君) 10番、木内君。 

〇10番(木内達夫君) 今の答弁の中で確認だけさせてください。 

 静内インターチェンジまでは盛土９メートルぐらいの高さ、それから静内、東静内に向けて、

静内堤防線までは５メートルと言いましたか、盛土の高さ。それは違いがあるのですけれども、

まさか下がっていくわけでないと思うので、その辺の違いはどういうことなのですか。 

〇議長(福嶋尚人君) 野垣建設課長。 

〇建設課長(野垣尚久君) 答弁の言葉がちょっと足りなかったと思いますけれども、構造物をつ

けるということで、例えば道道とか町道の上を行かなければいけないので、最低でも５メートル

が必要なのです。ですから、道道までは９メートル程度の高さできますので、多分５メートルか

ら９メートルの間ぐらいの高さですりつけられてくるのではないかと思います。 

〇議長(福嶋尚人君) 10番、木内君。 

〇10番(木内達夫君) 分かりました。 

 それで次、北海道が事業主体となる事業の関係なのですが、答弁では国道交差点、それから高

校前の交差点、それと消防署前の交差点、こういうことで整備をしなければいけないということ

で、右折レーンなどの整備と、こう答弁されているのです。この右折レーンなのですけれども、

３か所について、私は道道部分の上下線とも、両方とも右折レーンがつくのだろうと思うのです

が、それはどうなりますか。 

〇議長(福嶋尚人君) 殿山建設課長補佐。 

〇建設課長補佐(殿山隆恒君) 北海道が事業主体となる道道平取静内線の３か所の交差点の改修

について、国道の交差点、あと静内高校前の交差点については右折車線、レーンが上下線に整備

される計画で今進めております。あわせて、消防署前の交差点についてはほかの２か所と同じく

右折レーンは上下線につきます。あわせて、道道平取静内線の国道に向かう車線側、そちらのほ

うに左折レーンも整備する計画で今設計をしておりまして、これらについては最終的に公安委員

会と協議をして形状を確定する形で進めていきます。 

〇議長(福嶋尚人君) 10番、木内君。 

〇10番(木内達夫君) それで、高校前の交差点、これ山側から国道へ向かっていきますと緩い左

カーブというのですか、そういう交差点になっていますよね。それから、消防前の交差点がかな

り複雑な形態になっていて、車両通行にしても非常に危険な状態の部分があるのです。そういう

部分の整備はどうなるのか。私、緩いカーブですから、答弁では線形変更というのですか、そう

いうこと言っていますから、もう少しカーブを緩くするというか、そうなりますとずれてくるの

でないかと思うのですが、その辺の整備内容が分かればお伺いしたいと思いますが。 

〇議長(福嶋尚人君) 殿山建設課課長補佐。 

〇建設課長補佐(殿山隆恒君) 道道平取静内線の静内高校の前のところの道路の改修、交差点の

改修なのですけれども、現状曲線半径、カーブの半径が50メートルほどの半径で、実際の通行車

両の見通し、あと日高道の（仮称）静内インターチェンジが供用開始されると道道の交通量が増

加することで国道に向かう車両、併せて国道からインターチェンジ建設箇所に向かう車両走行を
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スムーズにするために、議員おっしゃられるとおり、線形を緩やかにする形で今計画をしており

ます。これについては、浦河側方面に向かって道路をずらすような形で計画しているのですけれ

ども、こちらについては都市計画道路で現在都市計画決定を受けている区域から外れてくるよう

な形で検討しておりますので、これらについて北海道建設部都市計画課と区域について現在協議

中であります。 

 次に、消防前の交差点についてなのですけれども、こちらについて現在の交差点形状としては

道道平取静内線から町道の御料通りに向かって直進できるような形で交差点が整備されておりま

す。こちらについても日高道が静内地区まで供用開始されて、道道が交通量が増加すると、特に

大型車が直進しやすい形で町道御料通り線、併せてその先にある町道御幸通線、そちらのほうが

混雑することが予想されていることですから、直進道路車線についてそこを閉鎖して、道道平取

静内線に設ける左折レーンから進入していただくような形で、大型車両が市街地内に進入しない

ような形で計画しております。こちらについても併せて都市計画道路が、道道平取静内線、決定

受けているのですけれども、こちらについて区域が現在の区域より外れることですから、計画に

ついて併せて都市計画課と協議している最中であります。 

〇議長(福嶋尚人君) 10番、木内君。 

〇10番(木内達夫君) 今の補佐の話ですと、ちょっと私ぴんとこない部分あるのですが、高校前

交差点は浦河寄りにカーブを緩和させる。相当ずれてくるのですか。その辺のイメージがちょっ

と分からないのですが。というのは、結局あそこにコンビニありますよね。駐車場があって、そ

れが寄ると   も当然出てくると思うのですが、どの程度寄るのかというのは、今答えれるの

であれば答えてほしいのと、それで消防の交差点のイメージがちょっと私も湧かないのですけれ

ども、先ほど言いました道道の平取静内線の左折レーンを使うと。ということは、今ある町道部

分の山側から御料通りに入る道路と逆に一方通行になって、緑高砂線でいいのかな、それからす

ぐ右折して、一旦止まって道道に入る道路、細い車両１台ぐらいしか通らない道路、それはなく

してしまうという意味なのですか。それがちょっとイメージ湧かないものですから。要するに山

側から御料通りに入るものは遮断してしまうと。その代わり道道を使って左折して、クランクに

なりますよね。御料通りに入る、その場合は。そういう理解でよろしいですか。 

〇議長(福嶋尚人君) 殿山建設課長補佐。 

〇建設課長補佐(殿山隆恒君) 静内高校前の道路の線形の改良について、現在、すみません、設

計中なためどれぐらいずれるかというところまではまだ確定していないのですけれども、ただや

はり一部道路を新しく改良していくことでちょっと民地にかかってくるような形で今計画してい

るような状況です。消防前のほうにつきましては、議員おっしゃられるとおり、御料通りから消

防前のほうに１台通れる車線、併せて道道から御料通りに抜ける真っ直ぐ行く車線、両方につい

て閉鎖をする代わりに左折車線設けたところから進入していただくという形で今計画をしている

ところです。 

〇議長(福嶋尚人君) 10番、木内君。 

〇10番(木内達夫君) そうなりますと、山から下りてきまして、左折して、幅がないのです。そ

こから御料通りに入るとなると車、大型トラックなら１台で終わってしまう。そうすると、信号

関係の調整というのですか、かなりそれ公安委員会と協議しなければいけないと思うのですが、

それはそういう関係団体と話進めなければいけないと思うのですが、それはそういう理解でよろ
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しいですか。 

〇議長(福嶋尚人君) 殿山建設課長補佐。 

〇建設課長補佐(殿山隆恒君) おっしゃられるとおり、今設計をある程度固めた段階で、次に公

安委員会と協議をして、信号機とかの設置位置を含めて協議をさせていただきます。 

〇議長(福嶋尚人君) 10番、木内君。 

〇10番(木内達夫君) それで、今私質問しました国道の交差点、それと高校前の交差点、消防前

交差点、これ３か所ありますよね。これは道道の整備ということになるのですが、これは整備ス

ケジュールというのはどこから先に進める、そういうのはもう計画されているのでしょうか。 

〇議長(福嶋尚人君) 殿山建設課長補佐。 

〇建設課長補佐(殿山隆恒君) 国道の交差点の部分につきましては、令和５年、あと令和６年度

について設計業務を行いまして、その業務の中で隣接する関係者含めて細部を整理していくとい

うことで事業主体のほうから伺っております。あわせて、高校前の交差点と消防前の交差点につ

きましては、先ほど答弁させていただきましたとおり、都市計画変更が絡んできまして、現在協

議中であります。そのため、工事のスケジュールについては現状ちょっとまだ確定しているもの

がございません。ただ、日高自動車道の（仮称）静内インターチェンジの供用開始に併せて、遅

れないようにその辺関係する室蘭開発建設部、あと室蘭建設、北海道、あと町とで連絡を取り合

いながらスケジュールのほうを詰めていきたいと思います。 

〇議長(福嶋尚人君) 10番、木内君。 

〇10番(木内達夫君) それでは、町の事業主体の道路整備、町道整備等について伺いたいと思う

のですが、答弁では山手通線、国道交差点ですか、山手通りの。令和４年度から右折レーンの整

備を進めているということなのですが、この右折レーンもイオン側、それから浜側ですか、あそ

こも街路ですよね。両方右折レーン設けるという理解でよろしいのかどうなのか。その場合に、

街路なのですけれども、幅員、街路なのですが、非常に狭くて、今現状でも右折車が、右折する

大型車がいたときに直進できない状態なものですから、そうすると用地買収をしたりして確保す

ると、こういう理解でよろしいですか。 

〇議長(福嶋尚人君) 殿山建設課長補佐。 

〇建設課長補佐(殿山隆恒君) 町道山手通りの国道の交差点部分につきましては、山手通り側、

あと国道を挟みまして海側のほうが町道木場通り線という路線になります。そちらの両方の車線

につきまして右折レーンを設ける形で進めております。こちらについて、おっしゃられるとおり、

車道部分が計画するものは広がるのですけれども、山手通線につきましては国道に向かう車線に

ついて植樹帯を撤去して、現道歩道幅が3.5メートルのところを2.5メートル、山手通線の車道部

の路肩が今1.5メートルあるところを50センチに狭めて、区域内で基本的に右折レーンを設けると

いう形で進めております。ただ、一部歩道部の隅切りが、現在用地は持っていないものですから、

そちらについてはちょっと用地買収が出るような形です。あわせて、木場通り線のほうにつきま

しては国道から左折する車線、海側に向かう車線について同じく植樹帯を撤去して、歩道幅3.5メ

ートルから2.5メートル、車道の路肩について1.5メートルを50センチにそれぞれ狭めて、こちら

も同じく右折レーンを確保する形で今計画しております。 

〇議長(福嶋尚人君) 10番、木内君。 

〇10番(木内達夫君) 分かりました。 
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 それで次に、道道平取静内線と町道中野新道を結ぶ第二原条山線、これ會澤高圧コンクリート

から中野生活改善センター前の町道ですよね。中野新道にぶつかると。この改良計画、これがあ

るということですけれども、中野生活改善センター前のところ橋ありますよね。ちょっと橋の名

前分かりませんけれども、緩いカーブになっていて、橋まではある程度幅員があると思うのです

が、その先が狭い道路、町道第二原条山線ですか、狭くなっているわけですけれども、これはこ

の辺カーブの解消ですとか、道路拡幅するとなればもちろん用地買収ですか、そういうのも必要

になってくると思うのですが、その辺の整備の考え方、お聞かせいただきたいと思います。 

〇議長(福嶋尚人君) 殿山建設課長補佐。 

〇建設課長補佐(殿山隆恒君) 町道の第二原条山線については、御指摘のとおり、中野生活改善

センターから町道中野新道線までの間が幅員が狭い状況であって、未改良区間になっている状況

です。こちらにつきまして、道路の幅をまず広げて、改良も行う形であることが１点と、あと町

道第二原条山線の道道平取静内線から中野生活改善センターまでは改良されてありまして、片歩

道が整備されている状況です。そのため、中野生活改善センターから中野新道区間についても同

じく片歩道で延伸していく計画でおります。こちらの改良工事区間については、延長としては約

560メートルほどを計画しております。こちら基本的に現道を左右一部用地買収をさせていただく

ような形なので、延長はほぼ560メートルで変わらないかと考えております。幅員につきましては、

現道幅員が今現状としては車道のみで6.75メートルあります。これに対して計画幅員については

車道部の幅員については7.5メートル、片歩道を設ける幅員、歩道幅員は2.5メートルを予定して

おります。この幅員と別に道路の両側に道路排水としての側溝を計画しております。 

〇議長(福嶋尚人君) 10番、木内君。 

〇10番(木内達夫君) それで、今の560メートルというのは、これ確認なのですが、生活改善セン

ターから中野新道までということでよろしいですか。 

〇議長(福嶋尚人君) 殿山建設課長補佐。 

〇建設課長補佐(殿山隆恒君) 延長560メートルで、中野生活改善センターから中野新道までの区

間です。 

〇議長(福嶋尚人君) 10番、木内君。 

〇10番(木内達夫君) 次、町の整備事業として、答弁の中にもありましたけれども、山手通線で

柏通線ですか、柏通線、原条通線の交差点、これも今ちょっとクランクになっていますから、こ

の辺も解消することを考えていると。センターがずれているということなのでしょうが、それと

あと青柳通りですか、街路。それと、緑高砂線、それと御幸通線、この辺の舗装修繕、それと今

の第二原条山線の道路改良と、こういう事業を町の事業として計画しているということなのです

が、この辺の整備スケジュールといいますか、どの事業を優先的にやっていくのか、その辺も含

めてスケジュール的なもの分かればお願いしたいと思いますが。 

〇議長(福嶋尚人君) 殿山建設課長補佐。 

〇建設課長補佐(殿山隆恒君) 山手通線と町道柏通線との交差部分、併せて町道原条通線との交

差部分については、現在は自分たちでまだ計画断面を整理している段階で、来年度、令和６年度

にこの断面が実際に現地に当てはめられるのかどうかというちょっと調査が必要だと考えており

ます。そのために令和６年度の予算の中に測量費を計上したい、要求したいと考えております。

あわせて、そのような形ですので、令和６年度、仮に測量調査終わった後に本工事についてはこ
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れから計画をしていくものですから、すみません、確定したちょっと事業年度は今まだ整理でき

ていないのですけれども、各交差点とも約１年程度の工事期間で終了する程度の規模という形で

今考えております。舗装の修繕のほうにつきましては、今年度、令和５年度について緑高砂通り

線の消防前の交差点から町立病院までの交差点区間の一部について舗装修繕を計画している形で

す。あわせて、路面性状調査というものを本年度行いまして、緑高砂通り線、併せて青柳通線と

かの街路について路面性状調査を行いまして、現在の損傷状況、併せて将来どれぐらい損傷が大

きくなるのかというところまでを整理した上で、緑高砂通り線の残り区間ほか、青柳通線とか御

幸通線についても事業区間、事業費等を整理していくような形で、まだ事業期間、正式に何年と

は決まっていないのですけれども、一応５か年程度で事業を進めていきたいと考えております。

あわせて、第二原条山線につきましても令和６年度から事業進めたいと考えておりまして、こち

らについても測量調査等、こちらを令和６年度の予算、計上したいということで要求したいと考

えております。こちらについても事業を進めて、大体５年程度での事業期間ということで現在考

えているところです。 

〇議長(福嶋尚人君) 10番、木内君。 

〇10番(木内達夫君) それで、この高規格道路関係で最後の質問をしたいと思いますけれども、

この静内インターチェンジの供用開始に伴って交差点整備、これ北海道事業ですよね。この北海

道事業に対して町の負担が出てくることがあるのかどうなのか。それは町の整備事業、今いろい

ろ答弁いただきましたけれども、この事業費ですとか、これ出ていないのだろうと思うのですけ

れども、財源的なもの、どういうものを予定しているのか、単独事業としてやるものが出てくる

のかどうなのか、分かる範囲内で結構ですので、お知らせください。 

〇議長(福嶋尚人君) 殿山建設課長補佐。 

〇建設課長補佐(殿山隆恒君) 北海道が事業主体となりまして、道道平取静内線の交差点改修に

つきましては、現在の協議内容までしかないのですけれども、町の負担はないということで現在

協議している形です。町が事業主体になります山手通りの交差点部分につきましては、全体事業

費約３億円程度、このうち６割を国の社会資本整備総合交付金で、残り４割については地方債、

過疎債を計画しております。第二原条山線につきましても事業費約３億円ほど見込んでおりまし

て、こちらについても６割については国の社会資本整備総合交付金を充てまして、残り４割につ

いては過疎債、地方債を充てる計画でおります。山手通線と町道柏通線、併せて町道原条通線、

こちらの交差点改修につきましては、道路センターのずれを解消するという最低限のちょっと事

業を考えております。事業費についてはまだはっきりしたものが出ていなくて、数千万円という

形になるかと思うのですけれども、ちょっと最低限の事業ということで、地方債によって改修し

たいと計画しているところです。 

〇議長(福嶋尚人君) 10番、木内君。 

〇10番(木内達夫君) すみません。ありがとうございました。 

 次、２点目の｢町の将来を担う人材づくりについて｣再質問させていただきます。それで、１点

目、姉妹都市交流事業、これコロナ禍で中止していた事業が今年度は実施できるということで、

いろんな交流事業を計画しておりますから、これは大変結構なことでないかなと私思っておりま

す。 

 そこで、１点質問させていただきたいのですが、この姉妹都市交流事業のうち岩手県葛巻町へ
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のサッカー少年団ですか、この派遣事業、これ私の記憶ですと友好都市では初めてかなと私は思

うのですが、それまでは姉妹都市でやっていましたけれども、この派遣事業とレキシントンの派

遣について具体的に派遣日数、あるいは人数、事業費ですとか保護者負担ですとか、この辺の事

業内容といいますか、分かる範囲内でお知らせいただきたいと思いますが、お願いします。 

〇議長(福嶋尚人君) 樋爪企画課長。 

〇企画課長(樋爪 旬君) ２点について、まず岩手県葛巻町へのサッカー少年団の派遣というこ

とで、８月に派遣する予定ではありますが、まだ申請を受けていないということで、日数ですと

か人数の詳細は決まっておりません。ただ、自己負担については交通費、それから宿泊費など助

成するのですけれども、大人が３分の１で、18歳以下が２分の１という助成をするのですけれど

も、ですので子どもの負担は２分の１、そして引率する大人の負担は３分の２ということになり

ます。葛巻町とは、過去の状況から平成27年ですとか過去に何度かサッカー等々の交流をさせて

いただいております。 

 もう一点、レキシントン市への来年３月の派遣についてでございますけれども、こちらのほう

についてもまだ詳細は決まっていないということで、現要綱でかかる経費の２分の１自己負担と

なります。この３月のレキシントン市への派遣なのですけれども、かなり渡航費が高騰しており

まして、ある程度の枠を予算としては持ったのですけれども、見直しをしていかなければならな

い状況にありますので、例年10月ぐらいに募集を開始しますので、これから内容を精査していく

という考えでおります。 

〇議長(福嶋尚人君) 10番、木内君。 

〇10番(木内達夫君) 次、馬の馬産地活性化イベントについて再質問をいたします。 

 それで、当初予算説明資料、この資料では体験メニューですとか、それから競馬精通者による

講演等を１部、２部構成で実施すると、こういう内容でしたし、私も予算で質問したのですが、

そのような答弁もありました。そこで、民間委託ということで準備を進めているということなの

ですけれども、先ほどの答弁では10月28日ですか、日にち決まっていますから、委託ももう既に

進めていて、委託したかどうかちょっと私分かりませんけれども、当初予算の見積りと委託の内

容で相違がある分があるのかどうなのか。もし相違があるとすれば、その相違、違った理由はど

ういうことなのかをお聞きしたいと思います。 

〇議長(福嶋尚人君) 田中まちづくり推進課長補佐。 

〇まちづくり推進課長補佐(田中孔洋君) 当初の予算説明と契約内容に相違があるかということ

ですけれども、契約自体は先日終わりまして、このイベントの開催に当たりましては昨年度イベ

ントの内容ですとか構成なんかをプランニングの委託をしまして、その企画書に沿って進めてい

くということで考えてございます。ですので、今回の当初の予算内容と契約内容については相違

する部分というのはございません。したがいまして、イベントの内容としましては１部、２部と

いう完全に入れ替えるというようなイメージではなくて、日中はファミリー向けのものを中心に

行いまして、夕方にかけては大人向けのチャリティーオークションですとか元調教師のトークシ

ョー、そういったものを中心に行っていきたいと思っております。 

〇議長(福嶋尚人君) 10番、木内君。 

〇10番(木内達夫君) 私の理解が１部と２部と完全に分けてやるのかなと思っていたものですか

ら、それで今の答弁ですとそれはないのだと。時間的には、そうしますと私の想像ですけれども、
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午後からやって、夕方で終わるとか、そういう感じでいくのか。 

 それと、当初予算で講演会、これが入っていたと思うのですが、これはトークショーに変わっ

たということなのですか。講演会と当初予算説明書でありましたよね、１部か２部か分かりませ

んけれども。その辺確認したいのですけれども。 

〇議長(福嶋尚人君) 田中まちづくり推進課長補佐。 

〇まちづくり推進課長補佐(田中孔洋君) トークショーについては、ちょっと２回考えてござい

ます、今のところは。一つはちょっと日中になりますけれども、元調教師の方と馬に精通した、

引退馬のほうに精通した方のトークショーを考えてございまして、夕方については元調教師の方

２名のトークショーということで、講習会というよりはトークショーということで考えてござい

ます。 

〔何事か言う人あり〕 

〇まちづくり推進課長補佐(田中孔洋君) 昼間のは今のところ11時半、それから夕方の部分につ

ては夕方４時半からということで考えてございます。全体的なものについては、９時半から体験

乗馬、そういったものをスタートさせて、最後は先ほどお伝えした元調教師のお二人のトークシ

ョーで締まるというような、それが夕方４時半、全体が５時半ということです。 

〇議長(福嶋尚人君) 10番、木内君。 

〇10番(木内達夫君) それで、この質問でこの件は終わりたいのですが、イベントの事業主体が

従前までうちの場合は実行委員会方式でやっていますよね。今回は民間の事業委託ということな

のですが、しかも今年度１回のみで、来年以降のは考え方今持っていないということなのですが、

これ将来を担う人材づくりの中の一つの具体的な事業として執行方針も述べておりますけれど

も、これ事業主体が民間ですから、町民が関わりをどう持つのかちょっと私も分かりませんけれ

ども、この１回のみのイベントが人材づくりにどのようにつながっていくのか、この辺の考え方

をお聞きしたいのですけれども、 

〇議長(福嶋尚人君) 中村まちづくり推進課長。 

〇まちづくり推進課長(中村英貴君) 今回の事業を企画して進めるに当たりまして、過去に町内

でも、議員よく御存じかと思うのですけれども、オーマイホースフェスティバルというの、私も

役場入ってすぐこのイベントに関わらさせていただきましたので、よく覚えております。非常に

いいイベントだったかと思います。関係団体の皆様による実行委員会形式で実施しておりました。

ところが、様々な事情もあって、現在ではこのイベントももう実施されなくなってしばらくたち

ます。馬のイベントやお祭りについては日高管内各町でも隣町、両隣の町でもされていたかと記

憶しておりますけれども、どこの町も同じような状況だったのかなと思いますが、資金確保です

とか人手不足などいろんな事情によってそのほとんどが現在中止になっていると。そんなような

状況の中、今年は壇上の答弁で申し上げましたが、旧競馬法施行100年ということでいろいろなと

ころでこういった行事も企画されています、全国的にも。それから、新型コロナウイルス感染症

も落ち着いてきているということもありまして、今回このような大きなイベントを実施すること

といたしました。企画運営につきましては、スピード感、あるいは企画調整能力、こういったも

の期待いたしまして、町内の馬の業界に精通している法人に委託して行うこととしたところであ

りまして、事業の内容についてはこれまで申し上げたとおりなのですが、子どもから大人まで幅

広く馬産業について楽しみながら学ぶことができるという内容を予定しておりまして、当日この
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イベントに参加していただくだけで十分将来の人材づくりにつながるのでないかとも考えます

し、事業の実施に当たりましては日高軽種馬農業協同組合様はじめ、全面的な協力を得ておりま

す。ＪＲＡ日高育成牧場ですとか、あるいは地元の飲食店、観光事業者、さらには北大の研究牧

場ですとか農業高校など幅広い関係団体の皆様の御協力、参画を得て準備を進めているところで

ありますので、実行委員会形式によらずとも馬産地を挙げた人づくりにつながっていくのではな

いかと期待をしております。また、今年度限りというような御指摘もございますけれども、正直

なところ次年度以降の事業の実施に当たりましては今年度の実施状況も踏まえての検証となりま

すけれども、現時点では次年度以降の継続を前提としては考えてございませんので、御理解を願

いたいと思います。 

〇議長(福嶋尚人君) 10番、木内君。 

〇10番(木内達夫君) この件は終わります。 

 それで、ライディングヒルズ静内の件ですけれども、利用状況、答弁いただきました。開場日

数は違いますけれども、令和３年度が5,092人ですか、それから令和４年度が9,376人、これ１日

平均すると令和３年度が21人、令和４年度が31人と12人１日平均伸びているということでござい

まして、担当者、あるいは関係者の大変な努力だということで敬意を表したいと思います。そこ

で、令和４年度の学校教育事業、1,064人ですか、利用された方。学校別内訳でどのようになって

いるのか。 

 それから、出前授業ですか、出向いて行う、そういうものがあるのかどうなのか伺いたいと思

います。 

〇議長(福嶋尚人君) 内記ライディングヒルズ静内施設長補佐。 

〇ライディングヒルズ静内施設長補佐(内記一馬君) 学校教育事業の1,064人の内訳でございま

すが、初めライディングヒルズ静内の施設内で行われた事業について学校ごとの利用総数を申し

上げます。 

 高静小学校で512人、静内小学校で172人、山手小学校で25人、桜丘小学校で16人、東静内小学

校で15人、三石小学校で81人、三石中学校で54人です。 

 出前授業は、静内小学校のほうから希望がありまして、馬２頭を小学校の中庭へ連れていきま

して、91人の子どもたちに馬の触れ合いや乗馬を体験していただいております。また、ライディ

ングヒルズ静内では、職業体験インターンシップの受入れも実施しておりまして、令和４年度は

静内第三中学校から２人、北海道静内農業高等学校から８人が体験をしております。このほか令

和４年の10月から北海道静内農業高等学校の馬術部の活動場所として受入れを開始しておりま

す。累計88人が活動していただいていまして、これら全てを合計して学校教育事業は1,064人とな

る状況です。 

〇議長(福嶋尚人君) 10番、木内君。 

〇10番(木内達夫君) それで、今の答弁ですと静内中学校と、それから三石中学校がされていな

いと、利用していないと、こういうことで確認してよろしいですか。 

〇議長(福嶋尚人君) 内記ライディングヒルズ静内施設長補佐。 

〇ライディングヒルズ静内施設長補佐(内記一馬君) はい、そのとおりです。 

〇議長(福嶋尚人君) 10番、木内君。 

〇10番(木内達夫君) それで、教育行政執行方針、この中で教育長が述べているのが、令和５年
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ですから。令和５年度の執行方針ですから。全ての小中学校においてライディングヒルズ静内を

利用するなどして馬と触れ合いながら学ぶ活動を行うと、こう述べております。そこで、令和５

年度の、今の予定になるのでしょうけれども、令和５年度で全ての小中学校で実施するのだと、

出前授業でもどちらでもいいのですけれども、そういう考え方を、そういう理解をしていいのか

どうか確認したいと思います。 

〇議長(福嶋尚人君) 山口ライディングヒルズ静内施設長。 

〇ライディングヒルズ静内施設長(山口理絵君) ただいまの御質問でございますが、令和５年度

の活用につきましては年度前から各学校と日程調整などを行っておりまして、現在のところ町内

小中学校７校のうち５校とまず協議が終わって、日程も組んでおります。残る２校ですが、これ

も今現在調整中でございます。本当にライディングヒルズ静内としては町内の全ての小中学生の

皆さんにやはり年に１度は馬と触れ合って、ふるさと教育に関わっていただきたいという思いで

準備を進めておりますので、御理解お願いいたします。 

〇議長(福嶋尚人君) 10番、木内君。 

〇10番(木内達夫君) 分かりました。 

 それで、１点だけこの件最後に。それで、令和４年度は先ほどの補佐の答弁では農業高校馬術

部の話がありましたが、農業高校って、高校の利用というのは私初めて聞いたものですから、こ

れ令和５年度も予定しているのですか。それと、静内高校はこういう利用だとかなんとかという

のは全然ないのでしょうか。その辺分かる範囲で結構ですから。 

〇議長(福嶋尚人君) 山口ライディングヒルズ静内施設長。 

〇ライディングヒルズ静内施設長(山口理絵君) 農業高校の、こちらのほうから昨年の夏ぐらい

から協議を始めて、今年も継続して行いたいということでお話をいただいております。その月に

よって学校の行事等がありますので、回数は異なりますが、私どもも準備を進めているところで

す。あとは、静内高校のほうです。静内高校は直接馬術部ということはないのですけれども、例

えば昨年のように地域の学習連携、企画課のほうと連携している、こちらの学習の中で私どもラ

イディングも一緒に中身を学習するという機会もいただきましたし、また一部報道もされました

ライディングヒルズの壁画、壁を使ってアートを開いていただくということも静内高校から御相

談をいただいて、喜んでということで提供させていただくことができております。子どもたちの

いろんな活動をぜひ応援してまいりたいと思いますので、お願いいたします。 

〇議長(福嶋尚人君) 10番、木内君。 

〇10番(木内達夫君) 分かりました。 

 それで、最後に町長に質問したいのですけれども、今回私町長の執行方針で掲げている基本方

針の一つである町の将来を担う人材づくりということで、町長が執行方針に掲げている姉妹都市

交流事業ですとか新たな馬のイベントですとか、あるいはライディングヒルズ静内を活用した教

育活動、こういう質問させていただきました。そこで、職員の人材育成を含めて町の将来を担う

人材づくりに対する町長の考え方があれば、お聞かせいただきたいと思います。 

〇議長(福嶋尚人君) 町長。 

〇町長(大野克之君) 考え方があればということでございますので、考え方ありますので、お答

えさせていただきたいと思いますが、まず職員のところでございますが、今回の議会の他の方の

一般質問においてもグループ制から係制にしたというものがございました。グループ制というの
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は…… 

〇議長(福嶋尚人君) いいのですよ。残り時間です。 

〇町長(大野克之君) ５分いただいているということですね。 

〔何事か言う人あり〕 

〇町長(大野克之君) グループ制というのは、短時間のうちに直接的に業務の判断ができるとい

う利点があるというの、これ一番大きなところです。ただ、それは長く続けていると組織として

の形が出来上がらない。まさに年代的なギャップもある、さらにはここ２、３年受験する人がい

なくなってきているのです。役場に対して就職したいという方が極端に減っています。この管内

でもうちの町は大丈夫だろうと思っていたのですが、かなり申込みが少なくなっているという中

で、これ急いで役場の中のやっぱり資質を向上させなければならない。それは１対１のグループ

制ではなくて、係というものをつくりながら、相互に補完しながら高めていく、その必要がある

だろうということで係制に今戻したということです。それで、係制とグループ制の違いの中で、

先ほど総務課長からもお話ししていましたけれども、係制になったとしても係の垣根を越えて一

般職のところ自由にフレキシブルに動けるようにしていますので、そういう意味で業務の忙しい

ところにはそういうもの持っていこう、そういうことをやりながら役場の人ということ、役場の

職員ということですけれども、役場の職員の資質を上げていこうというのが一つです。 

 もう一つは、今年本当に新規の方もなかなか思うような数採れなかったのですが、無理して職

員また２人外に出して派遣しています。やはりいろんなところを経験して、また戻ってきてもら

いたいということがあります。派遣されていない職員についても多少失敗してもいいから、一歩

前に出てやってみようよということを就任当初から言っておりまして、最近私みんないろんなこ

とやり始めたなと実感しているところでございます。 

 一方、この町を将来担ってくれるであろう人づくりということでございますが、人づくり、簡

単ではないと思っております。長い時間がかかるものだと思っています。それで、何が一番私考

えているかというと、やっぱりふるさとというものを強く心の中に持っていてほしい、それは20代

でも30代でも、我々もう60半ばになっていますけれども、60代でもふるさとというものを思って

ほしいと。だから、そこをきちっとここに住んでいる間にそういう思いをさせて、構築してあげ

たいと思っていまして、教育長のほうでふるさと教育というのをしっかりやっていただいており

ますので、そういうことをまずは一つ大事にしたい。その上で、人口２万ちょっとの町でぜいた

くなことに高校が２つもあります。この高校をどうやって維持していくか、これがまさに重要だ

ろうと思っておりまして、静内農業高校については御承知のとおりいろんな取組をしております。

また、静内高校におきましても、静内高校だけに限った話ではないですけれども、国際的な感覚

がこれからますます必要だということで英語の受験料にも助成ですとか、そういうことも進めて

おります。あるいは、今年やっとレキシントンのほうに夏の間２名の生徒が語学留学に行けると

いうことでございます。やっぱりそういうことを地道に進めていくことが将来の人づくりにつな

がっていくのだろうと思っているところでございます。 

 残り１分残しまして、答弁とさせていただきます。 

〇議長(福嶋尚人君) 10番、木内君。 

〇10番(木内達夫君) 人材づくりに対して町長の熱い思いを今伺いましたので、本当にありがと

うございます。 
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 以上で一般質問終わります。ありがとうございました。 

〇議長(福嶋尚人君) 以上で一般質問を終結いたします。 

                                            

    ◎散会の宣告 

〇議長(福嶋尚人君) 以上で本日の日程は全部終了いたしました。 

 本日はこれで散会いたします。 

 どうも御苦労さまでした。 

(午後 ４時５０分) 

 


